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平成30年９月森町議会定例会会議録

１ 招 集 日 時 平成３０年９月１０日（月） 午前９時３０分

２ 招 集 場 所 森町議会議事堂

３ 開会・開議 平成３０年９月１０日（月） 午前９時３０分

４ 応 招 議 員

１番議員 岡 戸 章 夫 ２番議員 加 藤 久 幸

３番議員 中 根 信 一 郎 ４番議員 岡 野 豊

５番議員 伊 藤 和 子 ６番議員 小 澤 哲 夫

７番議員 筋 惠 治 ８番議員 中 根 幸 男

９番議員 鈴 木 托 治 10番議員 西 田 彰

11番議員 亀 澤 進 12番議員 山 本 俊 康

５ 不応招議員 なし

６ 出 席 議 員 応招議員に同じ

７ 欠 席 議 員 なし

８ 地方自治法第121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名

町 長 太 田 康 雄 副 町 長 村 松 弘

教 育 長 比 奈 地 敏 彦 総 務 課 長 村 松 利 郎

防 災 監 富 田 正 治 企画財政課長 佐 藤 嘉 彦

税 務 課 長 小 島 行 雄 住民生活課長 幸 田 秀 一
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保健福祉課長 村 松 成 弘 産 業 課 長 長 野 了

建 設 課 長 中 村 安 宏 定住推進課長 村 松 達 雄

上下水道課長 高 木 純 一 学校教育課長 西 谷 ひ ろ み

社会教育課長 鈴 木 富 士 男 病院事務局長 高 田 志 郎

会 計 管 理 者 山 下 浩 子

９ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 花 嶋 亘 議 会 書 記 高 木 孝 真

10 会議に付した事件

議案第４９号 森町税条例等の一部を改正する条例について

議案第５０号 森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例について

議案第５１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

議案第５２号 森町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について

議案第５３号 森町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につい

て

議案第５４号 森町学校のあり方検討会設置条例を廃止する条例について

議案第５５号 公立森町病院職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第５６号 平成３０年度森町一般会計補正予算（第４号）

議案第５７号 平成３０年度森町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５８号 平成３０年度森町介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第５９号 平成３０年度森町病院事業会計補正予算（第１号）

認定第 １号 平成２９年度森町一般会計歳入歳出決算認定について

認定第 ２号 平成２９年度森町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について
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認定第 ３号 平成２９年度森町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

認定第 ４号 平成２９年度森町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

認定第 ５号 平成２９年度森町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について

認定第 ６号 平成２９年度森町大久保簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について

認定第 ７号 平成２９年度森町三倉簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について

認定第 ８号 平成２９年度森町大河内簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について

認定第 ９号 平成２９年度森町水道事業会計決算認定について

認定第１０号 平成２９年度森町病院事業会計決算認定について

＜議事の経過＞

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。

日程第１、議案第49号「森町税条例等の一部を改正する条例につ

いて」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）今回の税条例の改正はなかなかパッと見て

も分かりにくい、説明も受けましたけども、もう一度主なところ、

そしてそれによって町民に対して軽くなるのか、負担が重くなるの

か、その辺を少し説明をもう一度お願いします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。ただいまの西田議員の質問

にお答えします。今回の改正につきましては、基礎控除の関係とた
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ばこ税の関係が主になると思います。個人所得税課税の見直しです

けども、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられま

して、代わりに基礎控除が10万円上がります。それにつきましては、

10万円下げて上げるというかたちですから、単純に言いますと、ほ

とんど個人課税には影響しないと思っております。

基礎控除が、所得2500万円を超えますと、今まで33万円住民税の

控除があったんですけどそれがなくなります。なくなりますけど、

その対象の方が非常に少ないと。30年度をみても13人ほどですので、

ほとんど影響がないのではないかと思っております。

たばこ税ですけど、紙巻たばこが３回上がります。上がりまして、

市町村税としましては、1,000本当たり1,290円上がりますけど、税

全体として3,000円上がります。ですので、3,000円上がります、３

年かけて。３回かけて上がります。

あと、最近出始めた加熱式たばこというのがあります。今３種類

がありますけど、それについて税率がすごく安くて、アイコスとい

う種類があります。加熱式たばこが定価が420円から460円、紙巻た

ばこが440円となっております。

税額で言いますと、紙巻たばこが１箱あたり244.88円、加熱式た

ばこ１箱定価420円から460円になっておりますけど、３種類ありま

してアイコス、グロー、プルーム・テックという３種類があります。

それにつきまして、同じように、順に税額を報告しますけど、ア

イコスが税額192.2円、グロー税額119.98円、プルーム・テック税

額34.28円と、かなりばらつきがありまして、かなり税額が安いも

のもあります。それを５年間かけて課税の仕組みを変えまして、今

まで紙巻たばこに換算したときに重量のみということで設定をして

おりましたけど、今度からは重量と価格という比較をしまして、上

げるようになっています。

改正する時期が今年10月１日、31年10月１日、32年10月１日、33

年10月１日、34年10月１日ということで５回を予定しております。

これによりまして、紙巻たばこに対しての税額が先ほどかなり安
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かったというのがありましたけど、税額として、比率としては紙巻

たばこの７割から９割程度になると予測されております。

また、価格の方ですけど、税額が上がるということで、既に10月

１日から銘柄によりますけども、値上がりをするというような話も

出ています。その比率というのはちょっと分かりませんけど、税額

が上がるということで価格の方にも今後影響するんではないかと思

っています。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）法人税及び企業の電子申告というのもこれ

に入っているように思うんですけど、その辺はどうでしょうか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。今は、税の申告の法人税の

方ですけど、普通に申告書でいただいて計算しておりますけども、

今後はｅＬＴＡＸという地方税の専門のシステムがありまして、そ

れで電子申告でおこしまして、地方税の申告とか、申請とか納税の

方の手続きをそこで行っています。

今度の税制改正によって、資本金１億円超の法人に対して、法人

住民税等の申告について、平成32年４月１日以降、電子情報所持組

織、先ほど言いましたけど、ｅＬＴＡＸを利用して提出するという

ことが義務付けられました。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第２、議案第50号「森町教育委員会教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例について」から日程第５、

議案第53号「森町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例に

ついて」まで議案４件を一括議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第６、議案第54号「森町学校のあり方検討会設置条例を廃止

する条例について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第７、議案第55号「公立森町病院職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第８、議案第56号「平成30年度森町一般会計補正予算（第４

号）」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）５番、伊藤です。一般会計補正予算につい

て、歳出、15・16ページ、10款５項８目、文化会館の5,027千円に

ついてお伺いいたします。

先日の提案理由のご説明の中で、文化会館内のトイレ、また空調

機器に雑用水を送水している加圧給水ポンプの老朽化による修繕

と、大ホールの映写室、照明調整室、音響調整室の空調の故障によ

る修繕費とお伺いいたしました。

開館以来23年間使用してきたということで、部分的な修繕では対

応できないため、取替えも含めた修繕ということでございますが、

いつ頃を予定されているのか。

また、取替え工事により文化会館の営業に、多少の影響が出るの

かどうか。この２点についてお伺いさせていただきます。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。ただいまの伊藤議員の

課 長 ご質問にお答えします。これらの修繕の開始時期ですが、議会でお

認めをいただきましたら、早急に手配をして修繕の方に入りたいと

思っております。

それから貸館事業への影響でございますが、冷房を一時止めるな

どの影響はあると思いますが、使用に関しては問題はないと思って

おります。

また、当日の気候等を勘案しまして、扇風機等の貸出し等も予定

をしたいと思っていますので、特に影響はないと考えております。

以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）23年間の使用ということで、老朽化による

故障がそれぞれ出てきたように感じております。今後も予定してい

る修繕があるのかどうか。その辺りについてお伺いいたします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）ただいまの伊藤議員のご質問にお答えしま

課 長 す。文化会館の設備、特に設備につきましては、伊藤議員のご承知

の通り、23年を経過してまだ使用しているものがかなりあります。

文化会館の修繕の計画としましては、貸館事業それから文化会館

の事業につきまして影響のあるもの、まずは安全に関わるものを最

優先して修繕を行っていきます。

それから、いろいろな点検により指摘を受けているところも合わ

せて、優先をすべきものと考えております。その他のものにつきま

しては、故障して代替部品等が借りられるものと借りられないもの

とありますので、借りられないものを優先して修繕の方をしていき

たいと考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）１点、お尋ねをします。歳出の11・12ペー
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ジ、７款１項３目、0005観光誘客推進事業14,000千円でありますけ

れども、これはこの前の説明によりますと、アクティの事業に対し

ての支出ということでございますが、もう少しどういった事業なの

か具体的にご説明いただけると有り難いと思います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。 筋議員の質問にお答えし

ます。補正予算の11・12ページ、新たな魅力創出発信事業委託料と

いうことの詳細な内容ということでございます。

提案理由で申し上げましたように、まずこの事業につきましては、

シティプロモーションを図っていくといった事業でございます。内

容といたしまして、それこそ皆さんご案内と思いますけども、共同

通信デジタルという会社がございますけども、全国に発信力のある

会社でございます。そちらからのシティプロモーションと地方創生

の事業として提案がございました。そういった事業になっておりま

して、内容としましては、これまでにない森町の魅力を、町の観光

施設であるアクティ森を舞台に作っていこうということでございま

す。

シティプロモーションですので、森町をＰＲしていくといった中

で、アクティは町が持っている唯一の観光施設でございますので、

まずはそこでやっていこうという趣旨のものでございます。

内容といたしましては、料理研究家による森町の特産品を生かし

たレストランのメニューの開発といったものでございます。それが

一つ。

２つ目には、架空のキャラクターを活用して森町をＰＲしていき

たいというのが２つ目。

３つ目に、今それこそ若い方、もうほとんどが持っていると思う

んですけども、スマートフォンを活用してエンターテイメント性、

ストーリー性のある仮想体験をつくるといったものでございます。

こう申し上げましても、なかなかイメージがつかないと思うんで

すけども、架空のキャラクターの活用ということでございますけど
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も、あるデザイナーさんがいらっしゃいまして、その人が考案して

いるキャラクターがあるんですけども、それはそれこそ森町に馴染

んだというか、森町のイメージも持ったキャラクターになると思う

んですけども、それを活用しましてアクティ森の体験センターの中

庭とかを使ってディスプレイをしていくと。そういったものを計画

しておりまして、スマートフォンを活用したストーリー性のある仮

想体験ということでございますが、アクティ森へ来られた方がゲー

ムの主人公になったような感覚のものをつくると。それこそスマー

トフォンを持って、そこに行くと、アプリ、皆さんアプリを入れら

れると思うんですけど、それを立ち上げてそこにかざすと、そこに

キャラクターが登場するとかいったようなことを考えています。

これについては、まだアイデア段階ですので、具体的にどうこう

というところまでは、いってないんですけども、要はアクティ森へ

来られた方が、スマートフォンを活用しながら、遊びの体験をして

もらうと。

レストランのメニュー開発につきましては、旅する料理研究家と

いう、そういう方がいらっしゃいまして、森町の特産の野菜とか、

和菓子を活用したレストランメニューやスイーツメニューを開発し

ていただいて、それをどんどん発信してきてもらうといった、アク

ティ森のレストランの場を活用した事業を考えております。

これが三本柱ということであります。今回の事業については、そ

れこそ来年度、アクティ森については春から秋にかけての行楽シー

ズンというのが書き入れ時でございますので、それに間に合うよう

に本年度から準備していくといった事業になります。来年度以降に

ついては、先ほど申し上げましたように、スマートフォンアプリを

活用した実際の企画の実施ですね、今年度は先ほど申し上げました

その準備段階ということで、アプリの開発とかシステムの開発とか、

そういったものを考えているわけなんですけども、そういった来年

度の事業の準備段階の今年度予算ということを考えております。

それこそ新たな魅力ということで、第９次総合計画、まち・ひと
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・しごと創生総合戦略においても、とにかく森町の魅力を発信して

いくと、まずは発信していって、森町を知ってもらって、とにかく

来ていただくいうことを主眼とした取り組みで、シティプロモーシ

ョンということでございますけども、それこそ若者会議とか、若い

方の意見をお伺いしていると「森町はとても良いところがあるんだ

けど、まだまだ知られてないんじゃないの」という声が大きいので、

そういう意味で今までの小京都とか、そういったものも同時に売り

出していくんですけども、若い人が遊びという体験を通じて、あそ

こに行ったらこういうことがあったよと、他のところでは何もやっ

てない新たな取り組みをやっているよという意味で、新たな魅力と

いう言葉を使って、シティプロモーションの事業としてやっていき

たいということでございます。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）概要としては分かってまいりました。アク

ティ森は天候の不順などもありまして、本年度も大変苦戦している

というふうにも聞いております。そういう中でこの事業が、計画通

りうまくいっていただくいうことは私も望んでおりますけれども、

来年の春から秋にかけてとか、本年度は計画であるとかいうふうに

おっしゃいましたけども、確認ですがこのシティプロモーションの

契約というのは、実質的には何年契約とかという契約になっている

のか、全体の契約の期間。

もう一つは、14,000千円という、比較的今までのアクティの中で

は高額な投資になりますけれども、この期間での投資に対する利益

と言いますか、そういったものの予定、見込みというのがあれば、

教えていただきたいと思います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。まず、今回の委託の契約で

ございますけども、今年度いっぱいということで一回考えておりま

す。その上で、その出来というか、完成具合を見た上で、また来年

度予算として、追加で先ほど申し上げました今度は実施の段階の委
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託料という部分で考えているところでございます。

14,000千円ということで、アクティ森ということでございますけ

れども、考え方といたしましては、森町をＰＲする場が飽くまでも

アクティ森だよということ。例えばこれを、他の民間の会社、民間

の場所とか人がたくさんいらっしゃるところでやろうとすると、い

ろいろな問題が出てきますので、やはり町の施設でやって、それこ

そ町が持っている唯一の観光施設でございますので、そこでまずは

やってみると。そこからいろいろな広がりを持っていきたいなとい

うことでございます。

それこそ効果というところでございますけども、なかなかこれを

踏まえて何人来て、幾らもうかるのかという試算はなかなか難しい

んですけども、先ほど申し上げましたように、共同通信デジタルと

いうのは、そこから各新聞社が情報を得て全国にという会社でござ

いますので、共同通信デジタルが発信するということは、イコール

ほぼ全国に発信することになります。

例えば、特に行政の事例とか、国会でのこととかいうのは最初に

共同通信から情報がきますので、そこから各会社が大きな大手会社

の情報を得て発信することになりますので、そこにやっていただく

ということは、これまでにない発信力を私どもとしては期待してい

るということでございますので、発信する先が近隣でもなくて全国

に一遍にくるということで、静岡県森町というものを知っていただ

きたいなと。

目標といたしましては、観光入り込み客というのが27年度にピー

クになって、少しまた下がっているのですけども、そこを総合計画

の目標値であるところに近付けたいと。その第一歩としてシティプ

ロモーションとしてアクティ森に来ていただくと。

おっしゃったように、すぐ利益が上がるかというところは難しい

んですけども、レストランについては議員からございましたように、

天候に左右されない施設でございますので、そこであるメニューな

り、あそこのレストランは面白いよってなれば、閑散期であります
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とか、そこでも来ていただくということで、直接の効果というのは

なかなか測りにくいんですけれども、要は天候に左右されない一つ

の手段として考えているところでございますので、まずはそこでや

っていきたいということでございます。よろしくお願いします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）第一に所属していますので第二にかかると

ころを質問させていただきます。11・12ページ、町長からも提案理

由の説明がありましたけども、もう少し担当課から細かく説明をい

ただけると有り難い。

第一に県営事業の負担金1,000千円、また町単独の林道新設改良

事業2,100千円、そして今質問がありましたアクティ森でのいろい

ろＰＲの関係ですが、今年度は準備段階ということですが、来年度

実施段階になっていったときには、どれくらいの予算が必要になっ

てくるのか。また、そのプロモーションが連続してやっていくと思

うんですが、メニューの開発とか、そういったものは一回準備段階

で開発されれば、あとはそんなにかからないのか。その辺を少しお

願いします。

それが次の13・14ページ、道路維持管理費とか道路の舗装業務費、

12,000千円、6,800千円、更に町単独の道路改良事業18,900千円、

あるいは河川の修理、これが12,500千円とか、浚渫の2,000千円が

出ていますが、もう少し詳しくお願いします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。西田議員のご質問にお答え

申し上げます。まず、県単独農業農村整備事業調査費負担金でござ

います。これにつきましては、提案理由にございましたけれども、

太田川上流部地区の利用している農業用水の水利権の更新の時期が

きております。

やり方としますと、水利の形態、必要水量及び水利用の実態等を

まず基礎的に調査するということでございます。調査期間について
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は30年度（今年度）から32年度ということで予定しておりまして、

３年間で考えております。３年間で全体事業として6,000千円とい

うことで、今年度が2,000千円と。町の負担分として2,000千円の半

分の1,000千円ということでございます。

次に、町単独林道新設改良事業、修繕費でございますけれども、

これについては、年度当初、最近やはり雨が多いということでござ

いまして、年度初旬ですね、４月から６月にかけて修繕を要した箇

所が例年より多くなりまして、要望箇所とこれまで課題であった場

所とかの林道維持管理のための修繕に要する経費がこれまでかかっ

ておりますので、その不足した分がございますので、今後またそう

いった事態がございますので、それに対する予算ということでござ

いまして、路線としては４路線を考えております。

次に、先ほどお答え申し上げました新たな魅力創出発信事業委託

料でございますが、来年度どのぐらいまた予算がかかるかというこ

とでございますけども、今年度の予算を含めて、今のところ、当然

今年度の事業の出来具合にもよるんですけども、全体で20,000千円

から25,000千円を考えておりますので、引き算をしますと、残り6,

000千円から10,000千円ちょっとということになるのかなと、来年

度当初については。そこは本年度、どこまで進めるかといったこと

でも大きく変わるわけなんですけども、そういったかたちで考えて

おります。

あと、メニューの開発とかは、当然アクティ森でも努力していか

ないといけない部分がございますので、今回料理研究家に来ていた

だいてやる分はあるんですけども、そういったことを踏まえて、独

自でもやはりやっていけるようにしないと、毎回毎回来てもらって

ということではやはりいけないと思いますので、まずは来てもらっ

て勉強をして、いろいろなメニューを考えていただいて、それを参

考にしながらレストランとしても独自にやっていくというのが望ま

しい形態になってくると思いますので、そこを目指してやっていき

たいということでございます。以上です。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。西田議員の建設課所管の補

正予算の内容についてというご質問でございますけども、順番に、

まず修繕費でございますけども、これにつきましては、今まで今年

度に入りまして、地元の要望、それから通報等、道路構造物の修繕

の必要性が非常に高いもの、今まで執行させていただいてきました

けども、現段階で予算の残額が少なくなりました。

これから、今年度対応する必要があるもの、それから今後発生す

る見込み、発生する箇所等もございますので、そういうものに使わ

せていただく予算ということで、追加の補正をお願いするというこ

とでございます。

事業の内容といたしましては、道路維持管理費でございますので、

道路の路肩の構造物、側溝等構造物の修繕、それから路面の清掃等、

これを実施していきたいと思っております。

予定している箇所というのは、この予算は無指定でございますの

で、リストアップは当然今までの要望等に基づきまして、しており

ますけども、今後発生する箇所も含めまして必要性の高いものから

執行させていただきたいということで考えております。

それから、その下の手数料でございますけれども、これも今言い

ました修繕費と同様でございまして、地元要望等によります除草や

支障木の伐採と、こういうものについて対応してきましたけども、

予算が少なくなりまして、今後の予算の確保ということで補正をお

願いするというものでございます。

手数料でございますので、主には今言いました、除草や支障木の

伐採等でございまして、今要望等で出てきております箇所について

は、リストアップはさせていただいておりますけども、今後また突

発的に発生する可能性がありますので、そういうものも含めまして

必要性の高いものから使用させていただきたいということで考えて

おります。

引き続きまして、工事費の維持補修でございます。こちらも同様
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で地元対応という予算で、不足気味の予算を補填するための補正を

お願いするものでございます。修繕工事でございますので、内容と

しましては道路に描かれている白いライン、区画線と言いますけど

も、そういうもののを引き直し、それからガードレールの設置等を

予定しております。

こちらも地元要望をいただいているものをリストアップしており

ますけれども、今後突発的に発生するものもありますので、この場

でちょっとお答えを差し控えたいと思います。

引き続きまして、舗装の修繕でございます。こちらも同様で要望、

通報等に基づきまして、今後そういうところの優先順位の高いもの

ですね、こういうところについて、執行させていただきます。こち

らも、特に箇所としては、確定したものは今のところ考えておりま

せん。リストアップはさせていただいております。

それから、道路の舗装業務費ということです。こちらも同様で先

ほどの修繕よりも大規模に、舗装のやり直しが必要になった部分に

ついて、請負工事として発注して、こちらに対応するというような

予算で7,000千円ということで計上させていただいております。

引き続きまして、町単独道路改良事業、これの委託料でございま

す。これにつきましては、西俣の路線名が西俣・中島線外２路線と

いうことで、道路拡幅の設計委託料でございます。これは、以前か

ら地元から拡幅の要望について、提出がありましたけれども、この

地区にあります元名古屋金型という会社がありましたが、ここへの

企業の進出が決まったということで、その進出スケジュールも明ら

かになってきました。この企業の進出に合わせて、もともと地元か

ら出ておりました道路の拡幅改良についての測量設計費を計上させ

ていただいております。5,900千円です。

それから、引き続きまして道路の改良事業、工事請負費でござい

ます。13,000千円の補正をお願いしてありますけども、提案理由の

説明の中にもございましたけれども、13,000千円のうち6,000千円

につきましては草ケ谷地内の町道走り谷田・白掛線の法面につきま
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して、29年の10月に道路の法面が小規模に崩壊したというような現

場がありました。今年度の４月以降の豪雨によりまして、徐々にそ

の状況が悪化して隣地への影響が懸念されるような状況になりまし

た。

その対策を何かしら講じる必要が高まったということで、今回追

加の補正をお願いするものであります。場所につきましては、香勝

寺さんの南側の道路になります。香勝寺さんの山門のすぐ西側の道

路の法面ということでございます。

その他、道路の改良事業の工事費につきましては、無指定の分と

いうことで、先ほどの維持管理の方にもありましたけども、地元要

望等で出ております案件につきまして、今まで対応してきましたけ

ども、予算の残りが少なくなったということで、今後対応する必要

がある案件につきまして、追加予算で補正をお願いするというもの

でございます。無指定分として7,000千円でございます。

引き続きまして、河川維持の手数料ということでございますけど

も、先ほどからと同様で、地元からの要望や通報、これに対して準

用河川、普通河川の浚渫とか、護岸の補修等、河川の機能を維持す

る上で必要があるものについて、今後予算が少なくなりましたので、

そういうものに対応する予算として追加補正をお願いするものでご

ざいます。金額は2,000千円でございます。

引き続きまして、河川修繕事業です。12,500千円ということで計

上をさせていただいておりますが、提案理由の説明の中にもござい

ましたけども、そのうち10,000千円につきましては、北戸綿の排水

路が破損しまして、放置しておきますと隣地の駐車場等への影響が

懸念されるということで、この予算について追加の補正をお願いす

るものでございます。金額は10,000千円でございまして、場所につ

きましては、北戸綿工業団地の豊田合成の第一駐車場という駐車場

がございます。それに面した水路で、駐車場の北側になります。

内容としましては、プレキャストの水路、横幅が90センチ、高さ

が90センチあります。このプレキャスト水路の修繕事業です。延長
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にしまして65メートル布設替ということで考えております。

残りの2,500千円につきましては無指定ということで、地元要望

等に対応するための予算として追加の補正をお願いするものでござ

います。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）非常に詳細に説明していただきました。あ

りがとうございます。かなり地元の要望が入っておりまして、町民

から喜ばれるのではないかと思います。

それでアクティ森の関係ですけども、これだけのお金を使ってい

くとなると、担当課でも相当本気度が試されるのではないかと思う

わけですけども、ずっとアクティ森に関しては、長く経営をしなが

ら、なおかつなかなか結果的には良い結果が得られていないこと多

かったと。特に先ほど質疑の中でありましたが、今年は天候不良と

いうことで非常に厳しいのではないかなと思います。

その中で森町全体をＰＲするということも含めて、これだけのお

金を、実施段階も含めると25,000千円くらいをということですので、

相当本気度が試されると思います。担当課でも、その辺り、やって

みないと分からないというところもあるでしょうが、これなら、こ

れなら行けるよということで、こういった補正予算を組んできたと

思いますので、その辺はある程度、これくらいは自信があるという

ことがあれば、お願いします。

豊田合成さんの駐車場の横ということなんで、これが大規模に崩

れてしまっては、本当に町だけの問題ではなくなってきますので、

早急に対応はお願いしたいと思います。

今の関係で産業課長、どうでしょうか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。今ご質問があったように大

きな予算であるとは思います。アクティ森と言いますか、まず考え

方としますと、先ほどから申し上げておりますけどもシティプロモ

ーションということで、森町を売っていくという事業でございます。
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その場がアクティ森であるということでございまして、アクティ森

を最初にこの効果を見極めながら、町内いろいろなところに波及し

ていくのが一番いいのかなというふうに考えております。

予算規模でございますけども、20,000千円から25,000千円という

ことで、当然の限られた予算でございますので、いろいろなことを

検証しながら効率的にしっかり中身を見て当然やっていきますの

で、できるだけ予算も勉強しながらやっていくというのは、それこ

そこれまでの事業と一緒で忘れずにやっていきたいんですけども、

やはり今西田議員からございましたように、勝負というところもあ

りますので、変なところでは言葉は悪いですけど「ケチらないで出

すところはしっかり出す」というようなかたちで考えていきたいと

思います。

また、近隣のシティプロモーションの予算等を見ておりますと、

当然西田議員がおっしゃるように大きな予算でございますので、私

どもとしても、ずっとそれこそ昨年の末から検討している事業でご

ざいます。そういった中で近隣のシティプロモーションの事業の予

算等々をみますと、袋井市等については今年度で50,000千円くらい、

昨年度だと100,000千円。掛川も13,000千円くらい。やはり各市町、

地方創生なり、いろいろな自分の自治体を売っていくというところ

については、一定程度の経費をつぎ込んでおりますので、このシテ

ィプロモーションについては、人口規模で比較できるかというとそ

ういうものでもございませんので、やはり一つのものを売っていく

っていうのは２万の自治体、10万の自治体で５倍の差があるかとい

うとそういう事業ではないですよね。２万の自治体が売っていくに

は辛い部分も当然あるんですけども、そういったことも踏まえて、

一定程度のお金はかかるんですけども、しっかりＰＲして、若い人

とかこれまで森町に魅力はあるんだけども、というところに気付い

てもらうのと、また新たな魅力を作って今までの魅力にも目を向け

ていただくということで考えておりますので、頑張っていくしかな

いのかなというところでございます。以上です。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）９番、鈴木托治です。私は、先ほど 筋議

員並びに今西田議員から質問されました観光誘客推進事業、新たな

魅力創出発信事業委託について若干の説明、異議を申し立てたいと

思います。これはいろいろな情報を発信し、宣伝しながら誘客をす

るということでありますが、何も私も今まで一般質問並びに全協で

も何回も出ているように、内容そのものを根本的に変えない限り、

情報だけ発信してもお客さんは全く、私は来て納得してもらえない

じゃないかと思います。

先ほど産業課長もこれは森町の一大観光地であると言うんですけ

ど、本当に現状を見て、あれが本当に一大観光地であるのかどうか。

遊具すらまともにないようなところが、なぜ観光地になるのか。そ

ういうところでこの14,000千円は、もっともっと委託に出すんじゃ

なくて、全職員がどうしたらいいかというような、課長会議なり何

なりを開いて、もっともっとお客が来てお客が一日中楽しめるよう

な、そういうような施設をまず作ってからの話であって順序が全く

私は逆だと思っております。

そういう意味で、是非ともこの14,000千円、非常に大きな金額で

すけども、私が今言ったようなところで、まず中身の改革を始めて

から、それから宣伝という方が正しいんじゃないかと思いますので、

その点について産業課長、ご説明願いたいと思います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。中身の部分の充実を図るべ

きだと、こういうことをやる前にそういったものをやるべきだとい

うことでございます。

それこそ私どもとすると、この提案については昨年度末から、担

当課、企画財政課あとは副町長にも入っていただいて、提案の中身

を検討していたところでございます。

当然、中身の部分の充実というのは、重要なことかなと思ってお
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ります。要は全員協議会等でもご議論いただいているように、いろ

いろな中身の体験棟のリニューアルとか、いろいろな課題はあると

思います。そういったものも当然必要なんですけれども、この時期

にというのはやはりオリンピックですとか、今インバウンドが多く

なっておりますので、それこそ補正予算でお願いするというのは、

来年度当初からやはり走り出したいというところが大きくございま

す。

静岡県としてもデスティネーションキャンペーンを打っている

と、そういった大きな流れを捕まえるために、当然中身の充実とい

うのも今後検討しないといけないですけども、その時期をみますと

そういった時期、外国人それこそ全国からいろいろなところに、観

光の流れも大きくなっておりますので、まずはそういった時期をと

らえて今回のＰＲ事業を考えたというところでございまして、また、

こういう言い方をしてもあれなんですけども、私ども行政の者がい

ろいろ頭を、知恵を出してもやはり足りない部分がございまして、

民間の方が、その方もアクティ森に足を運んだり、森町に来ていた

だいた上の提案なんですよね。私どもがいろいろ当然検討していな

いわけではないですし、アクティ森も努力している中でございます

けども、そういった中で、そういった視点でアクティ森をとらえる

ことができるのかといった気付きの部分がかなり多かったというの

が事実です。頭が固い部分もございますので、そういった部分での

民間の方からのアイデアというところもございますので、是非それ

を生かして取り組んでいきたいと。

当然来ていただいて、例えばレストランに食べに来ていただいて、

体験メニューが少ないじゃないかとか、そういったご指摘もあると

思いますので、そこはそういった方々の体験メニューの特別メニュ

ーを用意するとか、今ある中での工夫は当然であると思っています

ので、なかなかアクティ森の人員が限られていますので、厳しいも

のがあるんですけども、そういった当然来ていただいた方に満足し

ていただく。これだけじゃなくて施設の中を利用していただくとい
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う視点での、そこはアクティ森自体の努力が必要だと思っています

ので、そうじゃないアクティ森ができない部分が当然あると思いま

すので、その部分をやった上で、来ていただいて体験のメニューの

工夫をするとか、そういったとこは当然こちらからも要求していき

ますし、考えていきたいと思っております。

施設の中身については、それこそ全員協議会等でもご議論いただ

いていますので、どういったふうに展開していくかというのは、今

後の課題として考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）課長の説明、よく分かりました。このアク

ティ森の問題はここ１・２年に始まったような問題ではなくて、も

う世間にわたって長く検討してきた事項でありまして、それこそ今

更なんだというような感も、私もしないではないのですけど、それ

こそ課長も先ほど職を辞してやるぐらいの覚悟で頑張るよって、こ

ういう、これくらいのことを、極端に言えばですよ、辞さなくても

結構ですけどもね、それぐらいの覚悟でこの問題を取り組まないと、

それこそなかなか解決できないと思います。

大変な苦労がかかるとは思いますけども、それこそ全職員一丸と

なって、産業課の課題だから我々は関係ないとか、そういうことで

はなくて、一生懸命みんなで応援して、少しでも早くアクティ森が

利益が出るような、そういうことで頑張っていただきたいと思いま

す。産業課長、しっかりやっていただきますね、最後に。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）このアクティ森を舞台として取り組みます

新たな事業につきまして、いろいろなご意見、また心配をいただい

ております。

確かに提案する我々にとりましても、これは非常に大きな新たな

事業でございます。これまでの説明でも申し上げておりますが、ま

ずは森町のシティプロモーションという考え方でございます。
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もう少しご説明申し上げますと、昨年度共同通信デジタルという

会社と、それからもう一社、スカイコーポレーションという２社か

ら、バンダイナムコエンターテインメントと提携した事業をいうご

提案がありました。バンダイナムコというのは、皆さんもご承知の

ように、どちらかというとお子さんやお孫さんが慣れ親しんでいる

ゲームソフトの開発企業でございます。このバンダイナムコと組ん

で地方創生の事業をやらないかという提案をいただきました。

当初は、今ご説明申し上げているような内容ではなく、アクティ

を舞台としたというものでもありませんでした。しかしながら、森

町として取り組める、そして森町としていかにこの事業を効果的に、

シティプロモーションの事業として構築していくにはどうしたら良

いかということを庁内で検討してまいりました。ただ提案されたも

のを受けるのではなくて、森町としてこの事業をどう考えていくの

か、どう生かしていくかということを副町長を中心に、企画財政課、

産業課が主になって検討を進めてまいりました。

いろいろ先方とのやり取りもあり、交渉もあり、その結果こうい

うかたちでまとまったものでございます。結果としてアクティ森を

舞台として行うという事業になっておりますが、大元は、根本の目

的は、森町のシティプロモーションということでございます。

先ほど、担当課長から近隣の市のシティプロモーション対する取

り組みも答弁させていただきましたが、森町ではシティプロモーシ

ョン課というものはございません。それだけの人数を割く余裕もあ

りませんし、かといってシティプロモーションに取り組まなくても

いいかと言うと、これはもう全国多くの自治体で取り組んでいるこ

とでございますので、やはりやっていかなければいけない。結果と

してアクティ森を舞台とした事業を考える、結果として産業課が担

当ということでございますが、托治議員からご意見をいただきまし

たように、全庁を挙げて取り組む事業だと考えております。

行政としますと、なかなか考えつかない事業であります。その分、

当然リスクも感じるわけですが、度々私も打ち合わせをしながら「担
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当としてどうだと、自信を持ってやれるのか」と確認しましたとこ

ろ、「やります」という答えをもらっておりますので、これは産業

課だけの問題ではなくて、町として取り組む事業として、言ってみ

れば思い切ってやることですので、是非議員の皆様方にもご理解を

いただきながら、また応援をしていただきたいと思っております。

ですので、アクティ森はその舞台として使うということでござい

まして、当然この事業を進めていく上には、アクティ森自体の努力

も行っていかなければいけません。それは、来年度に向けて、今準

備を進めているところでございますので、森町のシティプロモーシ

ョンとしての情報発信、そしてアクティ森の集客の向上ということ

につなげてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）８番、中根幸男でございます。９・10ペー

ジ、２款１項５目、財産管理費の三倉総合センター施設修繕費負担

金が計上されておりますが、この修繕の内容について伺います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）総務課長。

総務課長 （ 村 松 利 郎 君 ）総務課長です。中根議員のご質問にお答え

します。９・10ページ、財産管理費の三倉総合センター施設修繕費

負担金のご質問でございます。

三倉総合センターに、電気の関係の変圧器とトランスがあります。

それで平成28年に変圧器とトランスにＰＣＢが含まれている可能性

があると、中部電気保安協会から指摘を受けました。そして、現在

使用中の変圧器２台のうち１台を交換し、それを処分します。それ

から保管中の変圧器も１台ありまして、その１台にもＰＣＢが含ま

れているので、それを処分します。

この処分代につきましては、負担金というかたちで出しますが、

これについては、森町総合センター等の維持修繕費の負担割合に関

わる取扱いが決まっておりまして、三倉総合センターの場合ですと、

建物本体の維持補修ということで、森町が70パーセント、森林組合
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が30パーセントということになっておりまして、その70パーセント

分、予算に計上しております687千円を負担するものでございます。

以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第９、議案第57号「平成30年度森町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第10、議案第58号「平成30年度森町介護保険特別会計補正予

算（第１号）」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）５番、伊藤です。歳出７・８ページ、認知

症の総合支援事業費688千円についてお願いいたします。認知症カ

フェにつきましては、私は昨年の３月議会で一般質問の提案をさせ

ていただきました。そのときのご答弁の中で、認知症対策検討委員

会を設置し、委員会の中で認知症カフェ等の関わりについて、検討

していくというご答弁をいただきました。

第１回を森のこかげ、２回目を家庭医療クリニックで開催し、３

回目を第２ゆるせい家の開催を予定しているということでございま

す。認知症の方や、その家族、もの忘れや不安のある方など、地域

の方々が気軽に集えるカフェということで、参加者の家族の方々か

ら、情報で認知症の方を抱えて悩んでいる方々に対して、対策案を

考え好評であるというお話をお聞きしております。

しかし、まだ始めたばかりでスタッフ等の問題や様々な課題が出
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ていると思います。今回は認知症相談件数の増加、認知症カフェの

定期開催など、認知症対策に関わる事業の充実を図るために、臨時

職員の勤務時間、日数は増加するための費用の計上ということでご

ざいます。今後も増え続けることを想定した場合、臨時職員の増員

も考え、これは増員が考えられるのかどうか、お聞きしたいと思い

ます。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。ただいまの伊藤議員の

課 長 ご質問にお答えいたします。今回の補正の内容でございますけども、

昨年の10月から看護師さん１名を認知症の地域支援推進員として雇

用をしてまいりました。当初予算編成時には、１日６時間で、月17

日勤務ということで、予算を立てさせていただきましたけども、本

年度（30年度）に入りまして、１日７時間、20日の勤務ということ

で、勤務時間と日数を伸ばしていただきましたので、今そのような

かたちで対応をしているところでございます。

ご質問の認知症カフェの問題でございますけども、昨年、お試し

ということで、２回ほど開催をさせていただきました。本年度につ

きましては、今８月末時点で３回の開催をしております。議員がお

っしゃったとおり、森のこかげ、家庭医療クリニックの会議室、そ

れからゆるせい家というようなところで開催をさせていただきまし

た。今年度トータルで、全９回の認知症カフェの開催を今のところ

計画をしているところでございます。

この開催に当たりましては、当初予算の編成時に町直営で６回ほ

ど、それから町内の事業所に委託して、６回ほどというようなかた

ちで月一回の開催を目途に、今実施をしているところでございまし

て、先ほど申し上げましたとおり、本年度の今のところの計画とし

ては９回の実施というようなところでございます。

今後の認知症対策の臨時職員の対応の状況でございますけども、

それこそこの認知症カフェにつきましては、半分が事業所で実施、

それから町の方で半分というようなところでございまして、この他
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にも認知症の患者に対して早期発見、早期治療の認知症初期集中支

援チームというものもございます、これにつきましては、構成員は

決定はしているんですけども、実施に初期集中支援チームの方が稼

働しておりません。

今準備の段階でございますので、そういったところの本稼働にな

ったときに、そういった今後の相談件数が増えていくのかどうかと

いうようなところも踏まえまして、そういった認知症初期集中支援

チームの状況、それから相談件数の状況によって、臨時職員の増員

等を検討してまいりたいと思っています。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）詳しいご説明ありがとうございました。こ

の認知症対策、今後も森町では増え続けるであろうと予測しており

ます。今回、臨時職員ということで、予算の増額なんですけども、

今後職員に限らず認知症対策として、予算の増額は今後もあり得る

のかどうかお伺いいたします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。ただいまの伊藤議員の

課 長 ご質問にお答えいたします。今後の予算の状況でございますけども、

やはり今後の事業の展開によっては、当然必要なものが発生する場

合については、必要な経費を計上していかなければいけないと思っ

ております。それこそ今後の相談件数等にもよってきますし、また

人口構成等、そういったところもありますので、そこはやはり状況

を見ながら対応していきたいと考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第11、議案第59号「平成30年度森町病院事業会計補正予算（第

１号）」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。
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８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）８番、中根でございます。例年この時期の

補正計上ということであります。特に９月は企業債の償還もあると

いうことで、一般会計より100,000千円の経営補填と言いますか、

財政基盤強化のための繰出金を他会計負担金として増額補正するも

のであります。そこで、本年度の経営状況、何か特別な取り組み等

はあるのかどうか、その辺について伺います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）病院事務局長。

病 院 （ 高 田 志 郎 君 ）病院事務局長です。ただいまの中根議員の

事務局長 ご質問にお答えいたします。平成30年度の経営状況と今後の見通し

ということでございます。平成30年度の経営状況につきましては、

４月から７月までの実績について申し上げたいと思います。

最初に、今年度は診療報酬の改定の年でありまして、４月から新

しい改定基準となったわけでありますけれども、内容は森町病院の

ような地域密着の中小病院に追い風というような内容となりまし

た。具体的には外来におきましては、初診料に対しまして、かかり

つけ機能があるということによる機能強化加算というものがプラス

されました。

入院につきましては、急性期病棟の看護配置が４月より７対１か

ら10対１となりましたけれども、看護必要度等の条件を満たすこと

によりまして、点数はわずかしか下がりませんでした。

２病棟の地域包括ケア病棟は在宅医療等の条件、例えば介護サー

ビスとか看取り指針のような条件を満たす病院に対しまして、高い

点数が新設されまして、森町病院におきましてはその点数に７月か

ら移行することができました。

回復期リハビリテーション病棟では、リハビリ実績指数等を満た

す場合に、高い点数が新設されまして６月から移行いたしました。

以上のことから、入院、外来ともにこの診療報酬の改定におきま

しての影響がありまして診療単価は昨年より高くなっております。

次に、医業収益の方でありますけども、入院患者をみていますと、
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４月から７月までの１日当たりの患者数は107.8人、稼働率で82.3

パーセントということで、昨年同期と比較いたしまして大きく下回

っております。その結果、入院収益につきましては、単価は上がっ

てはいるものの、昨年同期よりも落ち込んでいるという状況であり

ます。

外来につきましては、患者数は同じく昨年よりも少ないものの、

外来化学療法の患者が増えたこともありまして、単価の上昇により

まして外来収益は増えております。

以上のことから、入院と外来の収益を合わせますと、何とか昨年

並みの医業収益が確保できているという状況であります。

一方医業費用でありますけども、看護師、薬剤師、作業療法士な

ど職員の新規採用によりまして給与費は増加しておりますけども、

非常勤医師を少なくしたことによりまして、給与費の増加は比較的

小さく抑えられておりますし、委託料などが減少いたしまして、経

費全体としましては削減されております。

このことから医業費用としては、こちらも昨年並みで推移してい

るというところであります。したがいまして、医業収益から医業費

用を差し引いた医業収支では４箇月間で昨年とほぼ同じ同じ状況で

あるというのが現状であります。

今後の見通しといたしましては、入院患者が低迷している中での

昨年並みの収支状況でありますので、今後につきましては、入院患

者が今後どうなるか見通せないところではありますけども、昨年と

同じように秋以降増えてくれば、入院単価が上がっていることから、

昨年以上の成績を残すことも可能であるというふうに考えておりま

す。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

以上で、議案第49号から議案第59号までの質疑は終了しました。

お諮りします。
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議案第49号から議案第59号までの11件については、お手元に配り

ました「議案付託表」のとおり、所管の常任委員会に付託したいと

思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、お手元に配りました「議案付託表」のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託します。

なお、委員会審査の経過並びに結果については、９月26日の本会

議において報告を願います。

しばらく休憩をいたします。

（ 午前１０時５３分 ～ 午前１１時０４分 休憩 ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第12、認定第１号「平成29年度森町一般会計歳入歳出決算認

定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）８番、中根幸男でございます。決算書の歳

入、９・10ページ、１款、町税ですが、前年度と比較しまして51,0

00千円ほど増額となっておりますが、その要因について伺います。

それから不納欠損額4,414千円、この内容、人数とか処理件数、

また収入未済額81,920千円の内容について、町民税及び固定資産税

について伺います。

次に、29・30ページ、ふるさと応援寄附金66,804千円の件数等、

実績について伺います。

次に、43・44ページ、１目、一般管理費、防犯灯設置費補助金6,

405千円について、町内会数、どの程度の町内会が設置をされたの

か、設置件数と併せて伺います。

次に、45・46ページ、５目、財産管理費、予備費から700千円の
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充用をしていますが、その理由について。

次に、75・76ページ、２目、児童措置費、13節委託料で不用額が

17,678千円、また20節扶助費で不用額が18,732千円となっておりま

す。その理由について伺います。

83・84ページ、公立森町病院繰出金510,000千円ですけれども、

そのうちの交付税算入額がいかほどになるか。

最後になりますけども、105・106ページ、４目、橋梁維持改良費、

これにつきましては２項４目19節から13節に3,420千円の流用をし

ておりますが、その理由について。併せて建設課には29年度中に各

町内会等から多くの要望が出されていると思いますが、どのくらい

の要望が出されて、どの程度実施されたのか、その達成率について

伺います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。ただいまの中根議員の質問

にお答えします。１点目は、町全体で前年比50,000千円ほど増えて

いるということで、理由は何かということです。ページ数ですが、

９・10ページになります。町全体では51,000千円ほど増えています

が、個々にちょっと原因の方を調べました。

個人町民税では516千円の増ということで、所得割が5,854千円と

いうことで、それぞれ増えていますけど、個人の所得が増えたとい

うようなことが原因だと思われております。

法人町民税ですが、13,580千円ほど増えています。これは町内の

大手法人が28年の11月に本当は予定納税をするという時期であった

んですが、法人税の方の決まりとして、ちょっと計算があるんです

けど、前年度のその金額、100千円にならなかった場合、以下の場

合はその年度の予定申告は必要ないというような文言があります。

これのために予定納税分が入りませんので、その分29年４月に確定

申告で一括でされてきたものですから、その分が増えております。

固定資産税ですが、率で2.6パーセントの増となっております。

これは評価替えとか、宅地の評価方法の変更による評価額の下落が
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ありますが、町内大手法人の償却資産の増加とか、新築住宅の軒数

が滅失された家屋の課税標準額を上回ったことにより、全体的に増

額となっています。

軽自動車税も2.9パーセントほど上がっております。これは課税

台数は、全体では71台減少しておりますけど、４輪乗用、４輪貨物

で重課課税、最初の登録年よりも13年超えると重課課税という、か

なり税額が重くなるんですけど、重課が増加したことにより増えて

おります。

不納欠損の内訳ということで、個人町民税と固定資産税について

ですが、不納欠損というのは５年間の消滅時効の完成や、執行停止

３年経過により徴収権や納税義務が消滅したときに、既に調定され

た歳入が徴収できなくなったことを表示する決算上の処分です。

個人町民税と固定資産税について、ご説明します。滞納繰越分で

すが、個人町民税の方で35人、件数としまして135件。固定資産税

滞納繰越分につきましては50人、182件となっています。次に、収

入未済ですが、個人町民税現年課税分としまして181人、186件です。

滞納繰越分につきましては233件、1,521件です。固定資産税現年課

税分としまして198人、586件です。滞納繰越分ですが186人、2,220

件となっております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。私の方からは３点、ふ

課 長 るさと納税の寄附金について、それから財産管理費の予備費につい

て、そして森町病院の繰出金に係る交付税算入額について、この３

点についてご説明申し上げます。

はじめに、29・30ページ、ふるさと応援寄附金の件数と実績につ

いてでありますけども、件数につきましては2,747件となっており

ます。29年度末で153品目を計上しておりますけれども、このうち

返礼品の実績としましては、１番がメロン、２番がとうもろこし、

３番がお茶ということで、上位３品で全体の７割を占めているとい

う結果になっております。



- 32 -

また、寄附金の支払別、決済別の内訳といたしましては、クレジ

ットが2,456件ということで圧倒的に多い件数となっております。

以下、払込みの取扱票、郵便局で払込票によって支払って寄附をし

ていただいた件数、これが279件。そして、現金で持参された方に

つきましては12件というような状況になっております。

そして、資料45・46ページに移りたいと思いますが、財産管理費

の予備費充用700千円ということですが、これにつきましては基金

積立金に充当したものであります。ふるさと納税によりまして寄附

金の増、あるいは環境保全基金などの雑入の増によりまして、積立

金が不足をしたということから予備費充用を行ったものでありま

す。

資料83・84ページの病院繰出金510,000千円、これに対する交付

税算入額ということでございます。これにつきましては普通交付税、

それから特別交付税両方で参入措置をされております。合計いたし

ますと331,602千円というような額が算入をされております。具体

的には、普通交付税におきましては272,613千円。そして特別交付

税におきましては58,989千円ということで、それらを合わせて先ほ

どの331,602千円、これが交付税措置をされた金額となっておりま

す。企画財政課としては、以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）総務課長。

総務課長 （ 村 松 利 郎 君 ）総務課長です。中根幸男議員の43・44ペー

ジ、備考欄で言いますと上から７行目の防犯灯設置費補助金の町内

会数と設置件数についてのご質問でございますが、要望が46町内会

からございまして、箇所数は322箇所です。これについては全要望

箇所に設置することができました。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。中根幸男議員のご質問

課 長 にお答えします。75・76ページ、３款２項２目、児童措置費の委託

料の不用額17,678,860円でございますけども、これにつきましては、

主なものを申し上げますと、摩耶保育園の委託料が8,213,220円。
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ときわ保育園の委託料が8,214,570円でございます。

これにつきましては、主な理由といたしましては、園児数の減少、

相違というようなものでございます。この委託料につきましては、

12月の補正にて保育士の処遇改善と、平成29年度の公定価格の変更

に伴う増額の方をお願いいたしましたけども、園児数につきまして

は実績数及び見込み数を基に算定をいたしました。

結果的に当初予算ベースで、摩耶保育園の方が年度当初110人を

見込んでいましたところ、結果的に決算ベースで月106人というよ

うなことになったため不用額が発生しております。同様にときわ保

育園につきましても、園児数の相違というようなところでございま

す。ときわ保育園につきましては、12月補正の段階で、公定価格の

変更の際に、ある程度園児数の補正を考慮いたしまして減少をさせ

ていただいております。結果的に、当初予算ベースで月133.3人分

のところが、決算ベースで月119人というようなことで園児数が減

少しております。

先ほど申し上げましたけども、ときわ保育園につきましては、そ

の補正の段階で、金額ベースで8,000,000円余の減額をいたしてお

ります。なおかつ、その減額をしたわけなんですけども、結果とし

て8,214,570円の残額、不用額が発生してしまったというところで

ございます。

続きまして、同じ76ページの20節扶助費の不用額18,732,550円で

ございますけども、この主なものは児童手当費ということで18,745,

000円の不用額が発生をしております。この児童手当につきまして

は、過去２年間の動向を踏まえつつ予算編成をしておりますけども、

当然年度途中に出生や転入増等を考慮いたしまして、予算計上をい

たしております。実績ベースとして延べ1,512人分が不用額として

発生をいたしまして、その金額が18,745,000円となっております。

以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。中根議員の建設課所管分の
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決算へのご質問ということで、105・106ページになります。106ペ

ージの中ほど、８款２項４目、防災・安全交付金の橋梁長寿命化、

19節から13節へ3,420千円流用しているということで、その理由は

ということです。

理由につきましては、この防災・安全交付金の橋梁の点検業務、

15メートル以上の橋梁につきましては、県の一括発注ということで

負担金として支払っているわけでございますけども、この事業にお

きまして入札差金が生じました。この入札差金を、全く同じ事業の

13節の町が発注する15メートル未満の橋梁点検委託に流用しまし

て、この橋梁点検の事業の進捗を図ったという理由でございます。

それからもう１点、ページ数ありませんけども、建設課の要望に

対しての対応についてのご質問です。平成29年度に地元要望、それ

から地元からの通報も含めまして、建設課に寄せられた件数といた

しましては550件ございました。これは、道路の穴埋め等、非常に

小規模なものも含まれますけども550件という要望、それから通報

をいただきました。これに対しまして、建設課として対応できた件

数は277件という集計が出ております。率で言いますと50パーセン

トほど、半分ちょっと強ですね、対応ができました。

残りの半分につきましては、次年度、更に次年度に対応できれば

したいという案件もありますし、中には緊急性とか、必要性が非常

に希薄なような案件もありますので、それは経過報告というような

扱いにさせてもらったというようなものもございます。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）１点、再質問させていただきます。９・10

ページ、収入未済額のうち、滞納繰越分が60,631千円で全体の74パ

ーセントとなっておりますが、この滞納整理への対応として、どの

ようにされたか。これが１点。

それからもう１つ、歳出の55・56ページの関係にもなりますが、

滞納が発生した場合に静岡地方税滞納整理機構へ委託した件数、処

理件数と実績額について伺います。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。ただいまの中根議員の質問

にお答えします。まず、滞納に対する町の取り込みということであ

りまして、滞納になる前の対応としまして、まず広報もりまち、か

いらんとか同報無線による啓発等に取り組みまして、納付期限の周

知とか納税意識の向上を図っています。今年度（平成30年度）から

になりますが、コンビニ納税、クレジット納付というのを始めまし

た。これによりまして、銀行等の窓口ばかりでなく、24時間の納付

が可能となっています。それにより、納税する利便性が向上してい

ます。

滞納に対しての対応ですけど、例年特に滞納強化月間というのを

設けております。８月のお盆とか、12月末の年末の時期に、税務課

職員総出で手分けをしまして、銀行徴収とか直接滞納者の家に行っ

て納税を促すということと、電話催促をしております。特に年末は

12月30日頃だと思いますけども、銀行営業日まで直接滞納者の家に

行って徴収依頼をしております。また、３月の年度末や５月の出納

閉鎖の時期には、電話での督促を行っています。また、納税相談の

中で、納付計画を話し合い、毎月幾ら入って、幾ら必要経費がある

かというようなものを、滞納者に書いていただいております。それ

によりまして、一括又は分割で納付していく旨を書面にした納付誓

約書を作成してもらい、滞納者には納税意識を持って完納していた

だくようお願いしております。

ただし、度々の催告に反して納税能力があるのに納めない方がい

らっしゃいますので、差し押さえとかをしていくんですが、それで

も追いつかないときは、先ほどお話がありました静岡地方税滞納整

理機構に移管するというようなことも取り組んでおります。

次に、歳出の方になりますが、55・56ページになります。滞納整

理機構へ移管した内容ということでご質問です。平成29年度に滞納

整理機構に移管した滞納整理の件数が５件です。滞納額は個人住民

税で1,897,150円、固定資産税で782,900円、軽自動車税で62,200円。
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合わせて2,742,250円でした。滞納整理機構が折衝した結果、納付

の方ですが、個人住民税で1,453,750円。固定資産税で708,400円、

軽自動車税は10,400円の納付です。合わせまして2,172,550円の徴

収となっています。徴収率は79.2パーセントです。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

４番、岡野豊君。

４番議員 （ 岡 野 豊 君 ）それでは私は歳出につきまして、ご質問さ

せていただきます。まず、歳出の69・70ページ、３款民生費、１項

社会福祉費、４目老人福祉費、13節委託料ですが、不用額が2,890,

246円となっております。この委託料の予算に対しての不用額の率

が28パーセントとなっております。その理由をお尋ねをいたします。

２点目ですけども、73・74ページ、３款民生費、２項児童福祉費、

１目児童福祉総務費、20節扶助費ですが、不用額が1,184,930円と

なっております。予算に対して64パーセントが不用額となっており

ます。その理由についてお尋ねいたします。

もう１点、77・78ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保

健衛生総務費、７節賃金ですが、不用額が1,830,116円となってお

ります。予算に対して88パーセントが不用額ということになってお

りますが、これにつきましては事業量等の減少によるものか。これ

について、以上３点お伺いをします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。ただいまの岡野議員の

課 長 ご質問にお答えいたします。最初に69・70ページの３款１項４目、

老人福祉費の委託料の不用額2,890,246円でございますが、これに

つきましては老人福祉費の方の諸事業に係る不用額でございまし

て、そのうちの主なものといたしまして、高齢者保健福祉・介護保

険事業計画策定委託料の不用額が1,378,600円ということでござい

ます。これにつきましては、入札の差金というところでございます。

あとは、各種事業の中で事業量が減ったというようなところでござ

います。
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次に、73・74ページの３款２項１目の児童福祉総務費の扶助費の

不用額の1,184,930円でございますけども、これにつきましては、

母子家庭等医療扶助費が1,094,930円、ひとり親家庭就学支援事業

に90,000円というところでございまして、これにつきましても対象

人数の減少というところでございます。

次に、77・78ページの４款１項１目、保健衛生総務費の７節賃金

の不用額1,830,116円でございますけども、これにつきましては、

臨時雇賃金の減少というようなところでございます。この臨時雇賃

金ですけども、まずはこの保健師が育児休暇に伴う臨時雇賃金を計

上をいたしたわけでございますけども、各種事業を実施していく中

で、必要な都度、保健師さんをお願いして出ていただいたというと

ころで、通常の毎日出勤をしていただくんじゃなくて、事業のたび

に臨時に保健師さんを雇って対応したというようなところで不用額

が発生しております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）少し何点か質問させていただきます。まず、

42ページ、役場の庁舎の宿日直、今外部に委託をしておるわけです

けども、この費用対効果、またその業務状況と、町民から、ちょっ

と不便になったよとか、ちょっとクレームがあったとかなかったと

か、そういうところを少し説明をお願いいたします。

44ページ、２目広報費、0001、町勢要覧作成委託料、これ予算で

は1,879千円を予算としてあったんですね。それが決算では690千円

弱の歳出です。かなり過大に予算を取ってあったように思うんです

が、この原因は何でしょうか。

52ページ、0002、地域公共交通計画策定業務委託料、これそれこ

そ、この１・２年、町民が求めているような公共交通の計画を「見

直してほしい」「もっと使いやすくしてほしい」という声が、議会

の町民との懇談会とか、そういったものでも出てきているわけです

けども、この計画というものが、どうもその町民の要望、求めてい

るようなことに策定されているとは思われないわけですけども、委



- 38 -

員報酬と合わせて2,800千円近くの支出をしています。これは、内

容的にもそんなに変わっていないのに、これだけの決算をしていく

というのは、ちょっといかがなものかと思うわけですが、十分その

計画が立てられたと言えるのかどうか。

地方創生総合戦略有識者会議、これが予算では252千円が組まれ

ておりました。しかし、実際決算では72千円の支出にとどまってい

ます。これは委員会が余り開かれなかったのか、開く必要がなかっ

たのか、どうなっていたのか。

ページが変わりまして、80ページ、２目予防費、0001、非常にこ

れ、私も再三質問したりしているんですけども、子どもの出産祝い

金が、１人目が８万円、２人目が10万円、３人目以降が15万円とい

うことでありましたが、この対象人数、それぞれの１人目は何人だ

った、１人目だけだった、２人目だけだった、それ以上３人以降生

まれた家庭があったとか、その辺の詳細を求めます。

82ページ、0005の保健予防でございます。こども医療費の扶助費

でございますが、事業が５箇月ぐらいでしたかね、行われていたわ

けですけども、28年度の決算と比べてみました。余りその支出金額

が変わっていないというような感じもこのあれからとれましたの

で、この決算からいっても、中学卒業までの引上げが、その気にな

ればできるのではないかなと思います。

県の医療費がかかる年齢別階層でいくと10歳から18歳の年齢層が

一番医療費がかからないということがデータで示されておりますか

ら、是非森町、就学前までと言わずに、中学まで引き上げる、こう

いうことが必要ではないかなと、この決算を見ても思うわけですが、

いかがでしょうか。

92ページ、農地事業費、0002、県営農地整備事業、これ予算が4,

950千円予算立てでした。決算が750千円ということで、事業の変更

があったのか、それともそこまで支出する必要がなかった事業だっ

たのか、お願いします。

96ページ、林業振興費、0005鳥獣被害総合対策事業、この決算の
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成果と、今後の鳥獣被害の見通しをお願いします。

林道新設、大尾大日山線、費用対効果。そして、この事業の関係

市町との協議というものはやられている思うんですけども、どのよ

うな意見が出されているのか。ちょっとインターネットで出してみ

まして、この大日山の林道開設の中は、通る対象山林の中まで今事

業が進んでいるというようなことが、言われています。そして、植

えてある木が若い。まだ若年、年齢が若い木が植えてあるというこ

とで、まだこの木を切って製材に出すというには相当時間のかかる

状態のようです。その中で、本当に山が非常に荒れてきている、国

内の材木の価値が、政府のやり方かどうか知りませんが、外材に押

されているとかいう中で、今後これをどんどん計画を進めていくの

に対して、どのような意見が関係市町の中で出ているのか。

106ページ、道路新設改良、0005、町道舗装修繕、これ予算を見

ましたら30,000千円でした。これが9,310千円の決算になっており

ますけども、その辺どのような変更が、またそこまで使う必要がな

かったのか、詳細を教えてください。

108ページ、0002都市計画総務経費、新田赤松線外１路線概略設

計業務委託料、これについては30年度予算で予備設計費が組まれて

おるわけです。この概略設計で、この道路を進めていけるという目

途が立ってこの予算、審議は予算ではありませんが、設計をしてい

くというような状況になってきているのか。非常にこの新田赤松線

の整備は、お金もかかるし、時間もかかるし、非常に厳しい状況の

中で、関係する町民の要望があるかもしれませんが、その辺の見通

しというか、そういったものが本当に立てられるのかどうか。

112ページ、６目の新東名対策費、スマートインター周辺の案内

看板、標識、これに対する決算でございますが効果はどうでしょう

か。なかなか迷っている車があるようでございますが、この改良、

改善と言うか、そういうものがこれによってなされているのか、質

問します。

128ページ、１目社会教育総務費、0002の男女共同参画推進委員



- 40 -

報酬、この男女共同参画というのは、昨今声を大にね、政府もそう

ですけども言われている。しかし、委員会が本当に十分機能したの

かなと、この決算を見るとね。予算は120千円取ってあったわけで

す。その辺はいかがでしょうか。36千円の決算になっています。

147ページ、公有財産でございますが、宅地が16,773平米、この

利活用というか、売ったりできるところがあると思うのですが、そ

の辺はどのような今対応しているのでしょうか。

そして、最後に歳入、14ページ、地方交付税の算定見積もりが、

いつも決算ではかなりその地方交付税が、予算では例えば13億とか

14億円という予算立てをして、最終的にこの決算を見ると17億、18

億円というような決算になるわけですね。今回もこの29年度が4億1

000万の開きが、歳入が多かったわけです。かなり担当としても厳

しく、この地方交付税を査定して予算立てしていると思うんですけ

ども、やはり森町が今求められている事業に対応するためには、余

り低く、決算的には４億円も多く最終的になるわけですけども、低

く算定するとやりたい事業もできないんではないかなと、二の足を

踏んでしまうんじゃないかなと思うわけですが、その辺はいかがで

しょうか。

以上ちょっと数点ありますけども、よろしくお願いします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）総務課長。

総務課長 （ 村 松 利 郎 君 ）総務課長です。西田議員のご質問にお答え

します。私から２点お答えしたいと思うんでですが、42ページ、下

の方で庁舎宿日直業務委託料というものがあります。その宿日直業

務を委託したことによって、費用対効果がどうであったか。それか

らもう一つ業務状況、住民からクレーム等があったかないかとのご

質問でございます。

宿日直を委託することによっての費用対効果というものは、なか

なか数字で表しにくいものでございます。従前は、委託する以前は

職員がやっていたわけですけども、職員が宿日直をやって、例えば

宿直をやった場合、そのまま８時半になったらそのまま普通に出勤
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というか、業務についてやっていた場合もあります。ですので、な

かなか、健康管理という面からすると、実際私が感じるところです

けども、身体が楽になったなというようなところがあります。県な

ど多くの市町が宿日直業務を委託してやっている、それもずっと継

続して委託してやっているということから考えれば、感覚的に言え

ば、費用対効果があるなというふうに感じております。

それから業務状況で宿日直業務については業者委託しているもの

ですから、マニュアルを作りまして、マニュアルに沿って業者がし

っかりやっています。宿日直業務日誌を毎日提出していただいてお

ります。私もそれを見て、どういう電話の内容があったのか、どう

いう答えをしたのか、どこへつないだのかとか全部確認しています。

ですので、特に大きなクレームとか、そういったものは発生してお

りません。もし、何かあるようでしたら必ず宿日直業務日誌に書か

れておりますので、それを確認しながら今後も進めていきたいなと

思っております。

147ページの財産に関する調書の中で、公有財産、その中で下の

方で普通財産の宅地というものがございます。宅地についての利活

用でございますが、これについては、ずっと貸しているところもご

ざいますし、随時貸しているところもあります。あとは、宅地処分

できるような宅地であれば、また処分をしております。ですので、

今後も貸したり処分したりしていきたいなと、このように考えてお

ります。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。92ページ、下段の方、県営

農地整備事業の負担金について、予算よりかなり減額になっている

のではないかということでございます。これにつきましては、要望

していたんですけども国庫補助事業がつかなかったということでご

ざいます。

でも、実際には、前年の補正予算がついておりまして、県の方で

繰り越しをして、県営事業でございますので事業の方は動いている
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ということでございます。750千円の内容につきましては、用排水

路の改修工事を実施したということでございます。

２点目、96ページ、中段の鳥獣対策の総合対策の効果等々につい

てでございます。29年度で捕獲実績数といたしましては、イノシシ

が269頭、シカが20頭、カワウが７羽、サギが14羽ということで、

前年よりは少し減ってはいるんですけども、やはり被害の方、私も

４月から産業課に入りまして、毎日のように林政係の電話が鳴って

イノシシがいるよとかいう状況でございます。今年度についても、

担当に状況はどうかねということをお聞きすると、少し少なくなっ

ているけど山が少しずれてるような感じだと、後ろの方に。という

ような感覚で、29年度同様の状況になるのかなということでござい

ます。

その効果についてでございますけれども、里にイノシシ、シカ等

が出てきつつあるということで、やはりそれに対して、ワナ、あと

は電柵等、やはりやっていかなければ、なかなか被害が収まらない

のかなと、なかなか効果的なというところはないんですけれども、

全国的にもいろいろな先進事例がございますので、モデル的な取り

組みについても、県の方で今年度少しやりたいという話を伺ってい

ますので、一緒になってやって、何とか効果のある方法を見つけて

まいりたいなというふうに考えています。

同じ96ページの大尾大日山の林道の関係でございますけども、こ

れはご案内のように、県営の事業と国庫をもらっている事業で、息

の長い事業でございます。特に国庫事業については、林道で国庫が

付く事業というのは、なかなか採択が難しいです、現状。一回採択

をいただいて、それをやめてしまいますと再度の採択というのはな

かなか難しいということもございます。

また、国の方で、昔は大規模林道という事業名だったんだけども、

一時期批判があった時期もございますけれども、やはりそういった

面も踏まえて、しっかり精査をして、費用対効果を考えて採択され

ている事業でございますので、その林道の整備については、着々と、
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なかなか一気に進む事業ではないですけれども、着実に進めていく

べきなのかなと思っております。

また、若い木も多いということでございますが、林業の事業につ

いては、確実にそこが伐採できる時期になったら、そのタイミング

でうまく伐採できるようにするというのも一つの基盤整備の考え方

でございますので、そのときに大規模林道、しっかりした林道が通

っているということになりますと、伐採する際にコストがかなり変

わってきますので、そういった面では森町にとっての林業の位置付

けを考えると、やはり引き続き整備をしていくのかなと。

各市町、どういったことを話しているかということでございます

けども、各市町とも、やはり国庫事業、県営事業というものに関し

ては、やはり効果的にできる、効率的にできる事業でございますの

で、路線の変更等をする場合には各市町状況がございますので、お

互いの主張をお互いに交換しながら、適切な路線の変更していくわ

けでございますけれども、事業に対してどうこうと言うことはなく

て、どういったルートをしていくかというのは、中遠農林なり、農

林事務所ちょっとまたがるものですから、隣の農林事務所とも話し

合いながら事業を実施しているところでございます。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。私の方からは４点ご回

課 長 答をさせていただきたいと思います。決算書の資料、44ページにな

りますけども、町勢要覧の執行残が大きく出ているけども、その理

由ということでございます。これにつきましては、見積もり、随契

ということでなく指名競争入札、３社によります指名競争入札とい

うものを実施しております。その結果、金額が当初予算よりもダウ

ンをしたということになります。

委託料につきましては、最低制限価格というものを設けておりま

せんので、最も安い業者と契約をしたということがこの執行残の理

由ということでございます。

52ページ、公共交通計画の委託料、これが町民の要望の求めに合
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っていないのではないかというご指摘でありますけども、これにつ

きましてはトータルで５回、公共交通会議の方を開催をしておりま

す。うち１回は書面決議ということですので、集合で審査、集合で

会議をもったというのは合計で４回でございます。

構成メンバーといたしましては、それぞれ秋葉バスサービスであ

るとか、タクシーの合資会社の社員でありますとか、商工会、社会

福祉協議会、あるいは地元の小中それから幼稚園等々、様々な分野

の公共交通に関わる方を構成員としまして、公共交通会議の計画に

ついてのご意見等を伺ってきて、その結果がこの公共交通計画策定

ということに結びついているわけであります。

この公共交通計画につきましては、ポイントといたしましては、

森町の実情を踏まえた持続可能な公共のあり方を目指すという点で

ございます。実情を踏まえたというのは、地理的な特性、あるいは

財政の問題等がございます。また持続可能なという点につきまして

は、いろいろやったけどすぐ辞めちゃうと。それでは行政の安定性

であるとか、継続性は担保できない。また町民にとっても行動予測

可能性、これが担保できないということで、持続可能性、実情を踏

まえて持続可能な公共交通体系を目指すにはどういうふうにしたら

良いかというところを計画として今回は定めたというところでござ

います。

今まで町にはこういった計画がなかったということもありまし

て、言い方がちょっと変ですけども、できない計画、理想的な計画

を立てるのではなく、極力実現可能な計画を作って、それによって

実施をしていこうということでございます。

そして、取りあえずこの計画では、足の確保が自助ではなかなか

困難だという方を優先的に考えていこうということで様々な事業

を、短期中期長期というかたちで振り分けて、計画の方を定めてい

るところでございます。

この計画につきましては、委員の方々からもやはり実現可能性の

高い計画であるということで、大変評価をいただいているというと
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ころでございますので、町民の求めに合っていないというご指摘で

すけども、なかなか全員の方に満足いただけるというような計画が

作れるのかというと、そこになかなか困難なところがございますの

で、極力そういう視点は踏まえつつ、できるところから始めていく

というところでこの公共交通計画というものを定めておりますの

で、この点につきましては、今後、ご理解をいただきながら進めて

いきたいというふうに考えているところであります。

それから戦略会議の執行残、会議の開催が元々３回を予定してお

りましたけども、結果において１回ということになったということ

でございます。この戦略有識者会議につきましては、前年度を振り

返って、進捗管理、それぞれ目標を定めてございますので、ＫＰＩ

等も含めて、前年度の進捗管理の確認と、今後の方向性について、

各委員からご意見をいただき確認をしたと、そういった会合でござ

いますけども、結果的に１回でこの目標を達成できたというところ

から執行残というところにつながっているということでございま

す。

歳入、14ページの交付税の関係です。いわゆる決算額と予算額と

に差があると。４億円程度開きがあるよということでございますけ

ども、これにつきましては、やはり１点目として、余り交付税を大

きく見込んで最終的に収入欠損となると、そうすると堅実な財政運

営を行うということが担保できませんので、そこは財政側としまし

ては収入を厳しく見込んでいく必要があると。

そしてまた、補正財源、その差額は基本的に補正財源にもなって

いるわけでございますが、28年度から繰り越した財源、これについ

ては29年度の補正財源でほとんど利用と言いますか、執行している

ということで余りがほとんどないという状況でございますので、補

正と当初とを含めた中で、できる事業、やりたい事業があれば、そ

こは予算編成をして行っていくというふうな考えでおりますので、

当初につきましては、繰り返しますけども、収入をやはり厳しく見

込んで予算編成をしていくと。これは森町に限らず、全国の市町も
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予算編成の一つのルールではないかなというふうにも考えておりま

すので、その点につきましてはご理解をいただければというふうに

考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）西田議員の答弁が、６ページほどまだ残っ

ていると思いますが、昼食を挟んで午後にしたいと思っております。

しばらく休憩をいたします。

（ 午後０時０６分 ～ 午後０時５９分 休憩 ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）休憩前に引き続き会議を開きます。

保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。西田議員のご質問にお

課 長 答えいたします。80ページの上から４段目、森っ子出産祝い金の対

象者の詳細をということでございますので、お答えをいたしたいと

思います。

森っ子出産祝い金の年間の支給対象者数でございますけども92人

でございます。内訳でございますけども４月から９月までが43人、

それから10月から制度改正がありまして、第一子から第三子まで金

額が変わったわけなんですけども、その第一子に14人、第二子に22

人、第三子以降に13人、合計92人でございます。

続きまして、82ページ、0005、下から２段目のこども医療費扶助

費の関係です。対象を中学生まで引き上げても良いのではというよ

うなご質問でございますけども、確かに決算ベースで見ますと、平

成28年度・平成29年度、ほぼ同額ではございますけども、今年の10

月から高校生年代までこども医療費の対象者を拡大するということ

でございます。この高校生年代までの拡大の金額が、予算ベースで

年間12,000千円程度というようなところで推計をしておりますの

で、そういったところの高校生年代までの制度拡充の結果を見て、

今後検討していくことになるかと思います。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。西田議員の建設課所管分の

決算の事項についてご質問にお答えします。
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まず、106ページ、上の欄の0005防災・安全交付金（舗装修繕）

の中の15節、町道舗装修繕工事、当初予算では30,000千円だったが

9,315千円となっているが理由はということでございますけども、

当初予算では、要望を国の方に出しているわけですが、その額が30,

000千円ということで30,000千円の計上をさせてもらいました。そ

の後、昨年度の当初、国から内示がきまして、それが要望額に対し

て相当低く抑えられていたということで、要望額に対しての事業費

として9,315千円の執行となりました。

次に、108ページ、中ほどのちょっと下の方ですけども、新田赤

松線外１路線概略設計業務委託料についてでございますけども、こ

の路線、お金や時間や町民の理解等なかなか難しいけれども、見通

しは立てられるのかというようなご質問だったと思いますけども、

この路線につきましては、今までも一般質問等で町長の方からも答

弁をしたとおり、町として非常に重要な路線ということで、推進を

していくという方針でございますけども、その進めるための第一歩

として平成29年に概略設計を実施させていただきました。

実際、今年度に入りまして、この成果をもとに地元説明、４町内

の利害関係者を対象にしまして、説明会を実施しました。その中で

感じたことですけども、もちろん賛否両論ありました。もちろん反

対のご意見もありましたが、全体の雰囲気としては「進めてもらい

たい」とか「進める必要がある」「早く進めてもらいたい」という

ような肯定的な、どちらかというと意見が多かったです。

今年度は、また一歩進めるということで、予備設計を計上してお

りますけども、今後この予備設計を行いながら、地元の方々のご意

見をまた聞きながら、一歩でも前に進めたいということで考えてお

ります。

112ページ、上段のスマートＩＣ周辺道路案内標識設置工事につ

いてでございます。ご質問は、苦情が多いと思うがというようなと

ころでございましたけども、この大型看板につきましては、平成29

年度には１箇所大型看板を付けました。広域農道の城下地内の県道
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の袋井春野線との交差点付近に１基を付けさせてもらっています。

この看板の設置事業につきましては、平成25年から大型看板を、今

回も入れまして、29年度も入れまして29枚、小型看板を25枚取り付

けております。

確かスマートインターが開通した当初は、分かりにくいとかとい

ような苦情というか、要望をいただいたという経緯がございました。

それから、今言いましたとおり、大型看板、小型看板の設置の推進

をしまして、ここ数年につきましては実際建設課には分かりにくい

とかそういうような、苦情というか通報は入っていないというよう

な状況でございます。

そういうことで、建設課としてはこの看板の取付け事業について

は、平成29年度である程度の目標は達成したと、効果があったとい

う判断をいたしまして、取りあえず29年度で一区切りというように

考えております。

その他にここはやはりあった方がいいじゃないかというような場

所も数箇所把握はしておりますけども、これはまた状況を見まして、

どうしても必要であれば対応していくというようなことで考えてお

ります。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）社会教育課長です。西田議員のご質問にお

課 長 答えします。128ページ、社会教育総務費、0002社会教育総務経費

の報酬、男女共同参画推進委員報酬でございますが、この委員報酬

は２回分計上をさせていただきましたが、１回の開催となったため

であります。

それから男女共同参画の委員が14名おりますが、報酬を支払う委

員がそのうち９名、そのうち報酬を辞退された委員が１名いらっし

ゃいまして、11月に一度開催をしました報酬を支払う委員が６人と

なったため36千円の支出でございます。

この男女共同参画推進委員ですが、計画の実施状況の点検や評価

を行うなど、男女共同参画計画の推進に関する事項につきまして、
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調整や管理を行うのが目的となっておりまして、この計画が28年度

末に策定された関係もございまして、これから機能していくものと

考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）最初の42ページの宿日直の委託料の関係で

すけども、まだまだ委託業者の日直をする方の勉強不足とか、行政

側のこういったやり方でやってねとかというのが、行き届いていな

いのかなっていう気持ちもしますが、少し苦情というか、例えば森

町の地理が余り不案内のような感じです。というのは、奥の方でイ

ノシシが車とぶつかって轢かれたと。それでそれの処理をしてほし
ひ

いと電話したら、場所も分からない、ここだと言っても。その電話

した人がもう行政の職員だと思っているもので怒ってしまったと。

そんなことも分からんだかと言って。

ですので、もうちょっとやはり、電話が来るのは、例えば水道が

どこかで漏れているよとか、そういうのが来ると思うんですよね。

そういうときに、場所がとこだと言われたときに、受けた方がそれ

は分からないようでは、なかなか電話した方も、何だこりゃってい

うことになると思うんですよね。ですから、その辺をもう少し、指

導というか、意思疎通をもう少し、総務課あるいは職員の皆さんが

やってもらうといいんではないかなと思うんですが、どうでしょう

か。

町勢要覧のやつは、指名競争入札ということで、低額でできたと

いうことで、この間町勢要覧を見させていただきましたが、良い出

来になっていましたので、こういったことがやはり、削減するとい

うのは良いことだと思っております。

52ページの地域公共交通計画でございますが、確かに実情と持続

可能というのはあるかもしれませんが、今後例えば学校の再編とか

統合とか、そういったものになってくると、やはり公共交通の必要

性というのは、非常に大事になってくる部門、町民の要望もそうな

んですよね。足の確保、弱者対策、それから観光客が森町へ来ても
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足がないと。

そういったことで、やはりこれはどうしても避けて通れない重要

な事業となってきますし、計画だと思いますので、その計画がどう

も38年までというようなことで、直近では無料タクシー券の配布と

かいうくらいで、ちょっと積極性がないなと思うわけですが、その

辺企画の方でもう少し公共交通計画の会議なんかも、言いにくいこ

とももっと委員の衆に言ってもらって、本当に森町にとって何が必

要かということでやってもらわないと、ただ会議を開くだけではち

ょっと物足りないと思いますが、いかがでしょうか。

こども医療費の扶助費、答弁の中では高校生までの対象となって

くるということでありますが、やはり一部負担ということはおこっ

てしまいますので、完全な無償化というのは、最低中学生までは完

全無料化というものは必要ではないかと。

他の市町でもやっているところが実際にあるんですから、財政的

なことと言ってしまうと、もうそこから議員としてもなかなか言え

ないところもあるかもしれませんが、そこをひねり出して担当課で

もやっていかないと、これからの森町の少子高齢化に対応していく

には、その対応の一部になりますので、必要かと思いますが、今一

度答弁をお願いします。

あとは、新田赤松線の関係、重要な路線と言っていながら、今ま

でなぜ進まなかったか、そこら辺の検証をしないと、実際をおおむ

ね賛成と答弁がありましたけど、それだけで本当にこれ実現するの

かなと。ましてや相当なお金を掛けるとなると、町全体の町民にか

かる負担ということになりますので、正直に言って外の衆は、あの

道があったってなくたって良いよと、要らないよと思いませんか。

本当に必要だと、例えば一宮、園田、飯田でどう思います。また皆

さんも相当お金がかかると認識の上で考えていると思いますんで、

その辺本当にしっかりした見通しを持ってもらわないと、困るとい

うことであります。

看板はいいです。区切りがついたということですので、いいと思
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います。町民が外部から、県外から、また町外から来た人たちに親

切におもてなしの心で対応、道を聞いてきたら親切に教えてやると

か、そういったことでこの辺はもっと解決できるかなと思います。

あと、男女共同参画推進委員の関係ですけども、来年くらいから

はもう少し積極的に機能していくんではないかいうことですが、も

うかなり前から男女共同参画ということは言われておりまして、そ

れが国からも県からもそういった方向で行こうということでなって

おりますので、是非町でも女性の比率を上げるとか、いろいろな様

々な会議、また団体の長なんかも女性に進出してもらいたいという

ことですので、是非しっかりした委員会を開いてもらいたいと思い

ます。

地上交付税の算定見積もりでございますが、確かに過大に見積も

りをして入ってこなかったとなると、これは問題、大問題になって

しまいますので、その辺はまあずっと過去を見ていても厳しく査定

をしてきていたということで、これはありかなと思うんですが、少

しどうしても町が、これはもう、すぐやらなければいけないとかや

れるというようなものは、積極的に使っていくには、この地方交付

税が重要な地位を占めてきますので、その辺の事業の見通しという

か、予算の見通しもしっかり立ててもらいたいと思います。

地方交付税が今後どうなっていくのか、その辺もちょっと見通し

があれば、これはいろいろな様々な要因から、地方交付税が算定さ

れると思いますが、森町ではどういう方向になってくるのかという

ものが、ある程度出るならば、教えていただきたい。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）総務課長。

総務課長 （ 村 松 利 郎 君 ）総務課長です。42ページの庁舎宿日直業務

に関連する再度の質問でございますが、宿日直者が勉強不足ではな

いかと、まだまだ行き届いていないかということで、例として動物

の死体の処理の問題が言われましたけども、これにつきましては委

託している業者は森町在住の者ではございませんので、確かに町の

職員と比べれば地理がすぐに出てこないということもあります。
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現にそういったことも言われたことがありましたので、宿日直室

に住宅地図が置いてあります。それで住宅地図をパラパラめくりな

がら見ていくと、町内会とか場所がだんだん分かってくるわけです

けども、それだと時間がたち過ぎるということで、こちらで一覧表

を、これは町内会の名前が書いてありまして、町内会を言われると

どこのページにその町内会か載っているかというような、地図で町

内会がはっきりすぐ分かるような状態のものを作りまして、宿日直

室の方に置いてあります。

今後もだんだん業務改善をしていきまして、できるだけスムーズ

なかたちで宿日直ができるようにしていきます。

なお、先ほども申し上げましたけども、宿日直の業務日誌という

ものが毎日出されまして、どんな電話を受けて、どのように答えた

か、どのように対応したかというような、担当はどこへつないだか

というようなことも全部載ってきておりますので、その業務日誌を

見ながら、もしここはこうした方がいいよというようなことがあれ

ば、すぐ業者に改善をしていくようにしたいと思います。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。最初に公共交通の問題

課 長 でございます。今後学校再編等を想定した場合に、ますます公共交

通の必要性が高まっていくのではないか、あるいは町民の要望、弱

者対策、観光対策、また、経過が計画が８年間と若干長いというこ

とで積極性が少し見えないというようなご指摘かと思います。

公共交通に関しましては、ちょっと先ほどの繰り返しになってし

ますかもしませんが、町民要望であるとか、弱者対策、観光対策等

を、ご指摘のような事業が全てできればいいわけでございますけど

も、それを継続的にやっていくことができるかというと、やはりそ

れは困難であろうということで、その中でまずは困ってる人を救い

ましょうというのが今回の計画であります。

現実的に手を打てるところから手を打っていくという計画という

ことで策定をいたしましたので、ご理解をいただければと思います。
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公共交通ですが飽くまでも目的ではなく手段と、移動手段という

ことでございますので、そういったことも含めて、これから議員ご

指摘のところは踏まえた上で計画を進めていきながら、学校再編と

いう問題もありますけども、ある意味公共交通を通して、交通に関

する社会性であるとか、公共性とか、そういったものも子どもたち

が身に付く一つの機会ではないかなというふうにも考えることもで

きると思いますので、学校再編という言葉が出ましたけども、そこ

も踏まえて少し検討していきたいというふうに考えています。

それから交付税の算定見積もりの関係で、過大な見積もりは駄目

だけど、どうしてもやらないといけないものは使っていく必要があ

るのではないかということでございます。実際、29年度におきまし

ても補正において１億円、財源補正、交付税においてしたところで

あります。

やはりどうしても森町は中山間地、３分の２程度を抱えておりま

すので、災害対応に要する財源であるとか、病院への繰り出し、経

営状況を見ながら、病院の方にも努力をしていただきながら、最終

的に欠損を埋めるというようなかたちの繰り出しというものが控え

ておりますので、そういったものに対応すべく、留保財源というこ

とで交付税の方をどうしても確保しておく必要があるというふうに

考えているというところであります。

それから交付税の見通しということでございますが、31年度につ

きましては、一般財源総額におきましては30年度並みに確保したい

という、総務省の方の発言もございますので、それがこのままいけ

ば、交付税それから臨時財政対策債といったものを合わせた一般財

源総額、これにつきましては30年度並みに確保していただけるので

はないかなというふうに考えているところであります。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。西田議員のご質問にお

課 長 答えをします。資料82ページのこども医療費の関係でございますけ

ども、こども医療費の自己負担の無料化を中学生まで拡大をしたら
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どうかというようなご提案でございますけども、このこども医療費

につきましては、段階ごとに制度の拡充をしてまいりました。直近

ですと、平成28年10月から未就学児の通院の自己負担を無料化した

ということで、平成29年度につきましては、その成果、１年間無料

化で過ごした結果、今回の決算額になったということで、心配され

たコンビニ受診もなくて、決算的には28年度とほぼ同額のようにな

ったというようなことでございます。

先ほども申し上げましたように、今度の10月から高校生年代まで

こども医療費の対象を拡大するということでございます。繰り返し

になりますけど１年間になりますと12,000千円くらいの費用負担が

発生するというようなところの試算が出ておりますので、こういっ

たところの検証をしてみないと、今後の状況等まだ未確定なところ

がございますので、そういったところの検証を踏まえて、今後の制

度の拡充というか、そういったところを検討していきたいと思って

おります。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。新田赤松線の件のご質問で

すけども、今まで重要な路線であるにも関わらず、なぜできなかっ

たか検証を、という点でございますけども、この新田赤松線につき

ましては、起点が県道の掛川天竜線の交差点から終点が袋井春野線

の川向の交差点ということで、延長は2,880メートルあります。そ

の内2,160メートルにつきましては、区画整理事業等によりまして

ほぼ完成しているという状況です。

今回整備を必要としているのが、残りの720メートルの街中の部

分がちょうど残ってしまっているということで、今まで区画整理事

業等を利用しながら、重要な路線ございますので徐々に整備をして

きたんですけれども、結果的に街中が残ってしまっていると。この

辺りはなかなか区画整理も難しいということで、残ってしまってい

るということでございますけども、国とか県の事業であれば一気に

2,880メートルくらいの道でしたら、整備できるということでござ
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いますけども、先ほど議員からもありました通り、なかなか事業費

もかかるということで、その都度有利な事業、区画整理事業等を活

用しながら事業を進めてきました。

この720メートル、残りの部分につきましても、今設計等を進め

る予定でおりますけども、財源につきましては、なるべく国の有利

な交付金等を活用しながら、町民に対して負担の少ないようなかた

ちで検討を進めてまいりたいと考えております。

それから、この沿線の方々以外の町民にとってメリットがあるか

というような、趣旨のご質問でございましたけども、この路線それ

こそ重要な路線と言っておりますけども、まずこの路線の沿線には、

避難所とか役場、病院、学校とか体育館、いろいろな施設が立ち並

んでいる路線となります。この路線が一次緊急輸送路、第二次緊急

輸送路等に直接つながっておりますので、この路線を開通させるこ

とによって、防災面において非常に有効になるいうことで考えてお

ります。公共施設が集中しているというところで、ここが麻痺して

しまうと、有事の際、町全体が麻痺してしまうというようなことも

考えられます。

また、学校とかも立ち並んでおりますので、未整備区間の整備に

つきましては、生徒・児童の安全という意味では非常に重要な路線

であると。

あと、この路線の整備によって、この沿線だけではなくて、例え

ば三倉地区の方は、役場にも病院にもいろいろな公共施設に行きや

すくなって、人の流れが変わって段々とその沿線が活性化して、最

終的には町全体が活性化するというようなことでことで考えており

ますので、この整備の区間以外の方々につきましても、間接的に非

常にメリットがある路線だと考えておりますので、今後も実現に向

けて進めてまいりたいと考えています。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）社会教育課長。

社会教育 （ 鈴木富士男 君 ）西田議員の再度の質問にお答えします。男

課 長 女共同参画の委員会を有効に開いてもらいたいということでご質問
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がありましたが、前々から国や県から男女共同参画については言わ

れているということでございますが、取り組めるものは各課にて個

別に取り組んできていると思っております。

社会教育課では、昨年の12月、人権講演会の開催をしまして、男

女共同参画計画の県の推進委員長であります県立大学の犬塚先生に

森町まで来ていただきまして、講演を行っていただきました。

その他にも５月に行っております町内会長連絡協議会の各課の事

業説明会におきましても、社会教育課では男女共同参画の概要版を、

ダイジェスト版を皆さんに再度お配りをしまして、町内会での取り

組みについて依頼をしているところでございます。

こういうところから、まず男女共同参画社会の実現に向けて、男

女共同参画の言葉とか内容を知ってもらうことが第一じゃないかと

考えて現在行っておりますし、昨年の委員会でもまず広報を優先す

るということでご賛同をいただいております。

今年度も引き続き広報の拡充に向けて、事業の方、委員会でも推

進してまいりたいと考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）新田赤松線ですが、仮にこれを実現させて

いくとなると、どのような有利な国の補助金や、県の補助金という

ものがあるのか最後にお聞きします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）建設課長。

建設課長 （ 中 村 安 宏 君 ）建設課長です。新田赤松線を整備する上で

の有利な補助金ということですけども、今想定を幾つかしているん

ですけども、一つは防災子ども安全まちづくり交付金があります。

これはやはり国としても、今防災面というのは非常に重要な事業と

いうことで認識されておりまして、こういう事業につきまして優先

的に補助金をつけていくという方針があるようで、こういう交付金

が28年度から創設されたということです。その他この交付金だけで

できるか分かりませんので、その他防災・安全交付金の通学路整備、

この辺りの交付金も視野に入れております。
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あと、普通の道路事業というところも考えられますけれども、こ

ちらにつきましてはなかなか交付金の付きが悪いというようなこと

もありますので、これは最後の手段というようなかたちになるかと

思いますが、防災関係の補助金、交付金について、優先的に考えて

いきたいということで考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

１番、岡戸章夫君。

１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）１番、岡戸です。大きく２つ質問をさせて

いただきます。最初に観光費ということで、100ページをご覧くだ

さい。７款１項３目、100ページの下段のところに遠州の小京都観

光のホームページ作成ということで、約310万円かけてホームペー

ジが作成されました。総合計画の中にも、情報発信、活力という項

目がありまして、それに基づいてこういったホームページができて、

森町を発信するというのは、非常に我々も期待して、良いことかな

と思っております。

ただ、それがやはり有効に使われてこその、情報発信の一つのツ

ールだと思いますので、今現在のこのホームページのアクセス数、

日若しくは月のアクセス数がどのくらいあるか。そして累計でどの

くらいの方が見られたかというのが分かりましたら教えていただき

たいのが一つと、このホームページができたことによって、どうい

った効果が得られているかという、何かそこら辺が分かりましたら、

例えばこれを見た人の反響がどうだったとか、そういったこととか

なかなか難しいとは思うんですけれども、これを見て森町に訪れる

人が増えたとか、もしそういうことが分かりましたら教えてくださ

い。

それともう一つ、50ページ、２款１項10目、情報管理費について

です。50ページの中段に通信運搬費とございます950万円ほどです

けども、これについての詳細をお願いしたいのと、そのもう少し下

のところに、ハードウェア使用料それからソフトウェア使用料とい

うことで、それぞれ2200万円、3300万円というかたちで出ておりま
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すが、これについてのちょっと説明を詳しくお願いしたいと思いま

す。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。岡戸議員のご質問にお答え

申し上げます。100ページの遠州の小京都の観光ＰＲホームページ

ということでございます。現在のアクセス状況ということで、ホー

ムページを作る際に、段々アクセス数を伸ばしていくということで

900アクセスを目標にホームページを立ち上げたところでございま

すけども、現在の状況といたしますと訪問者の数としまして月平均

で1,843.2人ということで、かなりの方にホームページの方を見て

いただいているというふうには認識しております。

また、その効果というところでございますけども、やはり観光の

ホームページがあることによって、森町を訪れる際とか、森町のこ

とを調べるときに、そのホームページに行っていただいて、どうい

ったところがあるのかというのは、例えば問い合わせとか、ホーム

ページを見たんだけどとかいう数も増えておりますので、それは明

確に、客観的にこういった数字でこうなりましたよというところは

なかなか難しいところなんですけども、確実にホームページの効果

はあるのかなというふうに考えております。

また、ホームページを見ていただくためには、その都度最新の情

報をアップしていくという意味でも、昨年につきましてもいろいろ

なイベントがあるたびにホームページをアップしております。委託

会社にその検証ということで報告をしてもらっているわけなんです

けども、やはり新しい情報が入るとその都度アクセス数がかなり急

激に伸びるとかいった状況でございますので、そういったことを踏

まえますと、今後もそういった最新の情報を常にアップしていくと

いう地道な努力が、ひいては森町のことを知っていただいて来ても

らうことにつながるのかなというふうに考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）総務課長。

総務課長 （ 村 松 利 郎 君 ）総務課長です。岡戸議員のご質問にお答え
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します。50ページ、総務課の電子計算業務費の中の通信運搬費につ

いてのご質問でございますけども、内容はということでございます

が、これにつきましてはインターネットとか、サーバの利用回線費

となっています。

これはメールとか、グループウェア、それからＣＭＳサーバなど

の利用回線費でございます。それとＷｉ－Ｆｉの回線の使用料とか、

ＬＧＷＡＮの回線使用料。このＬＧＷＡＮと申しますのは、行政の

専用のネットワークでございまして、地方公共団体情報システム機

構、これはＪ－ＬＩＳと言いますが、Ｊ－ＬＩＳの相互ネットワー

クのことでございます。それから、フレッツ回線の使用料とか、ダ

ークファイバの回線の使用料が入っております。

続きまして、その下の方で使用料でございますけども、ハードウ

ェア使用料とソフトウェア使用料についてのご質問がございまし

た。ハードウェアの使用料については項目がたくさんありますので、

幾つか掻い摘まんで申し上げますと、例えば資産管理システム及び

指静脈システムの使用料、それから水道システムサーバ使用料、個

別設置パソコンの使用料であるとか、住基ネットのＣＳのサーバ使

用料、デュプロシートカッターの使用料、他にも十何項目くらいは

あります。

続きまして、ソフトウェアの使用料でございますけども、これに

ついては、大きなもので公会計、給与、人事、起債システムの使用

料、これが420万円ほどでございます。

それから住民情報システムのソフトウェアの使用料、これが1100

万円ほどでございます。これについては住民システムのソフトウェ

ア、前期が1100万円、後期が1300万円ほどかかっております。それ

から、森町統合型地理情報システムというのがございまして、その

使用料であるとか、水道料金のシステムソフトウェア使用料とか、

これも項目がたくさんありますので、これらの使用についての決算

の額となっております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）１番、岡戸章夫君。
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１番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）１番、岡戸です。ホームページについてご

説明をいただきました。それに関連してこの森町役場のホームペー

ジも今後リニューアルされると予定とも聞いておりますし、森町に

もいろいろなホームページがあると思うんですけれども、それらが

やはり単発的で掲載されていてもなかなか効果がないかと思われま

すので、役場のホームページ、遠州の小京都のホームページ、さら

にはアクティ森とか、企業立地のサイトとか、空き家のサイトとか、

そういったのがぐるぐるリンクして初めて森町の情報発信というか

たちになると思いますので、そこら辺、一つホームページを作った

らそれで終わりではなくて、そこら辺のリンクというのを今後やっ

ていく必要があるかなと思うんですけれども、それらをまたいろい

ろアクセス解析したりすると、外部に頼むとまた結構な予算が、委

託料がかかったりしますので、庁内でそういったことをやれる方、

例えば防災監は以前そういったことが得意だということを伺いまし

たし、庁内で見ればそういった分野に対して得意な方、詳しい方が

おられると思うので、そういった方で日常の業務の中で大変かと思

うんですけれども、ホームページをより有効に活用していく、そう

いったことが必要かなと思いますけども、今後のホームページの活

用の方法についての考えをちょっと伺いたい、それが一つ。

それと情報管理の方で、いろいろなハードウェア、ソフトウェア

の説明をいただきました。つい先日北海道でも、甚大な地震が発生

しまして、この森町でもいつそういった大きな災害が起こるとも限

らないわけです。

そうしたときに、いろいろ庁内で使っている、管理しているデー

タがたくさんあると思うんですけれども、そのデータのバックアッ

プ体制ですね。サーバの方に主にはあると思うんですけども、そう

いった庁内で使うデータの管理方法っていうのは、サーバだけで管

理されているのか、クラウドを使ってどこかのデータセンターで管

理されてるのか。万全を尽くしてくださっていると思うんですけど

も、その辺の説明を少しお願いしたいと思います。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）総務課長。

総務課長 （ 村 松 利 郎 君 ）総務課長です。岡戸議員のご質問にお答え

します。森町のホームページにつきましては、今現在つかっている

ものが既に５年くらいを経過しておりまして、今年度ホームページ

をリニューアルする計画でおります。これについてはプロポーザル

を行いまして、業者から提案をいただきまして、できるだけ見やす

い、町民にも使いやすいホームページにしていきたいなと考えてお

ります。

ちなみに最近、ホームページのアクセス方法については、以前は

パソコンが主流でしたけども、今はスマホとかタブレットを使って

アクセスする方が多いということを聞いておりますので、スマホ・

タブレットで見た場合に見やすいようなホームページのかたちにし

ていきたいなと思っております。

また、これについては庁内でＩＣＴ活用検討会というものを設置

しておりまして、これについてはＩＣＴに詳しい若手の職員が何人

か入っておりまして、その人たちの意見を取り入れながら進めてお

ります。

もう一つ、データのバックアップについては、議員のご指摘のと

おり、遠隔地、もしここのサーバが壊れたときにデータが飛んでし

まうと困りますので、遠隔地に、データを預けてあります。その保

管料も一応決算の中に載っておりますけども、その場所については、

それが分かってしまうと攻撃にさらされたりしますので、そこのと

ころは公にはしておりません。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）５番、伊藤です。私から２点お伺いさせて

いただきます。歳出、55・56ページ、２款３項２目、0001、今年度

からコンビニ納付が可能になったわけですけども、利用者にとって

は24時間いつでも納付ができるという点で大変メリットが大きいと

考えますが、この効果はどうだったのかお伺いいたします。
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もう１点、歳出、116ページ、９款１項５目、0001防災対策経費

の中でハザードマップが新たに作成されたわけなんですけども、配

布しただけでは、実際にどのぐらいの町民の方がご理解をされてい

るのか、見えない部分が私はあると考えます。7,668千円という多

額の費用が使われているわけですので、町民の皆さま方に有効に活

用され、また、ご理解していただけるようにしていただきたいと思

っております。

その点の考え方についてと、現在までに町民の皆さんから、この

ハザードマップについてどのような問い合わせがあったのかお伺い

いたします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。ただいまの伊藤議員のご質

問にお答えします。コンビニ納税の効果はということでお話があり

ましたけど、コンビニ納税は、29年度まだ始まっておりませんので、

30年度の７月31日までの状態でご説明をさせていただきたいと思い

ます。

納税の仕方は、口座振替引き落としとか納付書というのが主にな

るわけですけど、期間で言いますと平成29年４月１日から平成29年

７月31日までですが、口座引き落としの場合だと50.42パーセント

の方が口座で引き落としと。納付書については49.37パーセントで

すね、100にはなりませんけどそこら辺の端数は出てきます。

その方たちがどうなったかということで、同じように30年４月１

日から30年７月31日までですが、口座引き落としが50.24パーセン

ト、納付書が33.62パーセントということで、直接納付書で支払い

をされる方が減ったということになります。その人たちが大体15パ

ーセントくらい変わったということになりますけど、コンビニにな

った人が15.2パーセント、クレジットになった方が0.4パーセント

いらっしゃいます。納付書の分がそのままコンビニ納税だったり、

クレジット納税の方に移ったいう感がしております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）防災監。
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防 災 監 （ 富 田 正 治 君 ）防災監です。ハザードマップについてのご

質問にお答えさせていただきます。こちらにつきましては、ハザー

ドマップ、文字通り地図と、ガイドブックということで冊子を一緒

に付けて、合計でこの金額になっております。

この広報に当たるわけですが、中学校区ごとに防災連絡会という

ものを開いておりまして、そこに町内会長さん皆さんお集まりいた

だいて３会場それぞれで、そのガイドブックとハザードマップの説

明会を開いたところです。

その後、出前講座ということで町内会さんの方からのご希望で、

町内会に出向いてマップとガイドの説明を行わせてもらっておりま

す。現在までで３会場実施しまして、この後２件ほど予定をいただ

いているところです。

あとは、防災訓練等でこれについて説明をしてくれという要望も

ありますので、そちらについて対応していきたいと考えております。

問い合わせにつきましては、特にこれといった質問はいただいてお

りませんので、ご理解いただけているというふうに感じております。

以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）ありがとうございました。ハザードマップ

の件なんですけども、そしてガイドブック、これはやはり配布した

だけでは、行政側としての本当に自己満足でしかないように思われ

ます。せっかく本当に多額の予算をかけて作成いたしましたので、

本当にこれは有効活用していただきたいなと思っております。

本当に最近では、西日本の豪雨とか台風による雨量の被害が相次

いで出ておりますので、高齢者の方々、またその３会場に行けない

方々、そういう方たちにもっと周知を図るべきではないかと思うん

ですけれども、その辺りの方については、どのようなお考えをお持

ちでしょうか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）防災監。

防 災 監 （ 富 田 正 治 君 ）ただいまのハザードマップについての広報
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についてですが、弱者に対してお知らせするということは当然必要

だとは思っております。それこそ、お年寄り等のお集まりの中で、

もし希望があればそちらも出前講座の方、対応させていただきます

ので、こちらの方に連絡をお願いしたいと思っているところです。

また、それ以外に、今後各施設ですとか、商店さんですね、そう

いうところにもハザードマップを分けていこうということで検討を

しているところですので、そこら辺で対応していきたいなと考えて

います。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、小澤哲夫君。

６番議員 （ 小 澤 哲 夫 君 ）６番、小澤でございます。何点か質問させ

ていただきます。最初に、歳入、９・10ページ、先ほど来から町税

について、不納欠損、収入未済額等についてご質問がございました

けども、29年度に町税の個人税で滞納の分も含め、個人で412人、

固定資産税では384人というように決算の監査の意見書の中にござ

いましたけども、大体町税を納めていない人は固定資産税も納めて

いないのかなとも思うんですが、こういう人たちはお金はあっても

納めないような人たちなのか、全く無理なのかというようなことが

ございまして、その辺をどういう人たちが納めてないのかというの

がもし分かれば、アウトラインと言いますか、そんなことを教えて

いただければ有り難いなと思います。

それと、そういう納めない人たちに対して、滞納整理機構に委託

して言いますか、しているわけですが、先ほどの説明の中では、そ

んなに件数も多くない、そんなに多い額の税金を納めてもらってい

ないように感じましたので、どうせやるんであれば、どれだけの人

に対してこの整理機構を使ってやれるのか、やれるのかやれないの

かというところも含めて、お教えいただければ有り難いと思います。

75・76ページ、民生費の関係、大分不用額が多いわけでございま

すが、先ほどもご質問がございましたように、児童措置費の中で委

託料と扶助費が減になった、保育園の中の子どもの預かり保育をし
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ている人たちの人数が減っているということでございましたけど

も、これは少子化の影響なのか、それとも保育士さんが不足して保

育園の方へ預けることができなかったのか、その辺をちょっとお聞

きしたいと思います。

基金の関係です。152ページ以降になりますけれども、基金の関

係の積立金がいろいろあるわけですけども、この中で有価証券を使

ってと言うか、運用して利息を稼いでいるところがあるわけでござ

いますけども、財政調整基金については昨年度も２億円ほどプラス

して、期末で８億円ほどになってございますけども、そうでないと

ころもございます。155ページのふるさと応援基金では、まだ額は

それほどではございませんけども、この中では一つ有価証券ではな

くて債券を利用しているということでございますし、この債権が29

年度は若干減らしているというようなこともございます。

この債権はどういうものなのかということと、体育館の建設基金、

有価証券を取り崩して現金の方にいっております。これについての

有価証券をなぜ取り崩したのか、その辺の理由を。

それから、156ページ、企業立地推進基金では29年度に１億円ほ

ど、現金を持っておりますけども、増えておりますけども、これも

全然有価証券にしないということでございますがその理由を。157

ページの地域振興募金についても２億円ほどございますけども、こ

れも有価証券にしない理由をお聞かせ願えればと思います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。ただいまの小澤議員の質問

にお答えします。最初に、町民税を納めない人と固定資産税を納め

ない人は同じ人かということですけど、同じ人が多いです。

納めない人はどんな人が多いのかということでお話がありまし

た。税の制度というのは、基本的に納税できるということが前提で

制度設計されています。

滞納者が納税を予定して入れないということで、自分の収支が合

わないと。私も滞納整理で直接その方と話をするんですけど、収入
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と支出が合わないんですね。ほとんどの方は、９割方はそういう収

支があって、自分の入るお金が分かっているから、これだけ使える

んだっていうこと意識されるんですけど、残り１割弱の方は、そう

いう収支が合わなくなってしまっていて、足りなくなったからまた

借りるんだ、もらうんだとしている方が結構いらっしゃいます。

そういうことで納めたくないという意識の方は必ずいませんの

で、納める気はあるんだけどということで、おっしゃる方がほとん

どです。

納めなければいけないということは、皆さん国民の義務ですので、

分かっていらっしゃって、それでも自分の生活の中で収支が合わな

いという方がほとんどだと思っております。

滞納整理機構の方のお話がありました。実際５件のうち２件ほど

は、ちょっと滞納整理機構の方でも債権回収ができなかったという

例がありました。

最終的にはそういう方は不納欠損になってしまうんですけど、こ

ちらとしては滞納整理機構に移すときに何人か滞納者のピックアッ

プをします。その方に対して、年末に納めてくださいよということ

で、いろいろ通知を差し上げています。その中で納める方もいらっ

しゃいますけど、何も動きがない方は、ちょっと何人か、20人ほど

ピックアップをしまして、その中で特に町の方では住所が変わって

いたりして追いかけられないような人もいますので、そういう方を

５件選んで、滞納整理機構の方に移しています。

負担金として１件11万円かかります。それについて、また納付さ

れた金額に対して10パーセントまた負担金を払わないといけない

と。最低１件11万円払わないといけないので、先ほどのように回収

できなかったものですから、お金としては０円になってしまったと。

費用対効果を考えますと、やはり数を増やせばそれだけ返ってく

るかということにはなりませんので、そこら辺は滞納整理機構と話

をしながら、滞納整理を進めたいと思っています。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。
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保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。小澤議員のご質問にお

課 長 答えいたします。資料76ページの３款２項２目、児童措置費の委託

料の保育園の方の関係で、委託料の不用額の関係でございますけど

も、この保育園の委託料につきましては、当初予算編成時には、各

月とも保育士の状況等を鑑みて、ある程度最大の受入れ人数で予算

の方を計上をしているところでございます。

ですけども、年度途中に入園してくる歳児の関係、それから途中

で退園していくというようなところ、また先ほどお話をさせていた

だきましたように、保育士等の関係、要は受入れ体制等ですね、な

かなか変動があるものでございますので、こういったところを考慮

いたしまして、このような不用額になってしまったというようなと

ころでございます。

例えば０歳児ですと一人当たり月18万円程度の金額がかかってし

まうというようなところでございますので、一人当たり変動するだ

けでもその金額もある程度大きな金額になってしまいますので、そ

うしたところで不用額の方が発生をしてしまったというようなこと

でございます。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。基金の関係について、

課 長 152ページ以降の資料を見ながら回答させていただければと思いま

す。はじめに、155ページのふるさと応援基金の関係の債権という

ことでございますが、これにつきましては有価証券ということでは

なく、いわゆる出納整理期間中に現実に収入をされた分というもの

が、ここの基金の調書においては３月31日時点で閉めるものでござ

いますので、例えば債権の5,464千円、これにつきましては29年４

月に積み立てるべきものということで、ただ現実には３月31日時点

で基金を閉めるものですから、これが未払金ということで債権とし

て計上しておると。

同じように29年度末の現在高1,693千円、これにつきましても30

年４月から５月にかけての積み立て分ということで、本来はこの上
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の現金のところに入るところなんですが、基金の調整上、３月31日

で閉めるという調整上、取りあえずこちらの未払金ということで、

債権の方へ計上しているということになっております。

それから、その下の総合体育館建設基金について、有価証券化を

しないのかという点でございますが、この基金につきましては、名

前が現在建設基金というふうになっております。これにつきまして

は、使い方を今後どういうふうにしていくべきかというところを現

在検討中ということでございますので、これにつきましては、もう

一度使い方目的等を検討した上で、長期的に預けるというようなこ

とが可能であれば、有価証券というのも選択肢の一つになるのかな

というふうに考えております。

156ページの企業立地推進基金でございますけども、これにつき

ましては30年度それから31年度支払い予定がございますので、これ

につきましては有価証券化というのは考えておりません。

157ページの地域振興基金でございますけども、これを有価証券

にしない理由ということですが、現在有価証券の方を買う予定で、

いろいろ証券会社さんの方へあたったり情報提供をしていただいて

いるという段階でございます。なかなかタイミング、有利なものに

ついて、買うタイミングというものが重要になるものですから、タ

イミングを見ながら有価証券化をできればしていきたいというふう

に考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）６番、小澤哲夫君。

６番議員 （ 小 澤 哲 夫 君 ）いろいろありがとうございました。納税者

について収入と支出と合わない、そういう方がいらっしゃるという

ことは分かりましたけども、当然払えないから払わない、払えない

から納税をしていないんであろうと思いますけど、結構な人数でご

ざいますんで、この辺について先ほども滞納整理機構において20件

ほどピックアップしてということでございましたけども、人数でい

けば20倍ほどの人数がいるわけでございますので、もう少しやって

もいいのかなというように思います。
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費用対効果の方で考えれば、56ページのところでは滞納管理のシ

ステム使用料として321万円ほども出ております。当然滞納整理機

構に負担が、納税がされたら手数料を支払う等々は分かりますので、

こういったシステムの使用料についてもかかっているということを

考えれば、できればこの額以上に税金を納めていただく努力が必要

なのかなというように思います。その辺についてどのようにお考え

なのか、お聞かせいただければ有り難いと思います。

有価証券というか基金の関係で、いろいろ説明をしていただきま

してありがとうございます。ただ、どういう有価証券がいいのかと

いうのは、私にも細かい点では分かりませんけども、短期の国債も

あるでしょうし、長期の国債もある。短期の国債で有利なものが出

たときに買うということも必要なのかなというように思っておりま

す。長期で買うことはなかなかそぐわない部分も当然あろうかと思

います。

全部お金が塩漬けになるならともかくも、そうでないということ

でございますので、必要なのかなと思います。１年短期のものもあ

ろうと思います。あるいは半年というものも、もしかしたらあるの

かなと、若干利息は安くなるんでしょうけども、それでも現金で持

っている、あるいはこんなことを言っては何ですが、定期等に預け

るよりもまだ有利な部分があろうかなというように思います。利息

の収入を見ますと1400万円程度しかないということとなると、基金

だけでいえば30億円の基金と言いますか、お金があるわけですので、

単純にいっても今の利息は利率は低いわけでございますけども、仮

に１パーセントでもあれば3000万円になるわけでございます。

なかなか今の利率では難しいわけでございますけども、できるだ

けそういう努力をしていただいて、利息の収入を得て運営をしてい

ただければ有り難いと思います。

この辺についてもう一回、どういうことができるのか、分かれば

教えていただければと思います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。
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税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。小澤議員の再度の質問にお

答えします。滞納者で自分の家計の収支が合わないということで、

そこら辺でもう少し払えるようなことをしないかということで、し

なきゃいけないんではないかということで、お話が出ました。

そういう方は特に納税相談をさせていただいています。１箇月幾

らもらって、１箇月幾らの債務があるよと、これだけ残金が出るの

で、１万円でも２万円でも出た場合は、とにかくそれを元に毎月何

日までに持ってきてくださいねというような確約書というのを結ん

でいただきます。

そういうことで確約された方がいますので、必ず納めていただけ

る方がいますが、中にはなかなかそうやって納めきれない方もいま

すので、そういうときはまたお呼出しをして、税務課の職員と個々

に話をして、時間外でもいつでもいいものですから、役場の方に来

ていただいて、そういう相談に乗っています。

あと、滞納整理機構に預ける人数が少ないんではないかというよ

うなお話だと思います。その中に滞納整理機構に移管する条件とい

うのがありまして、滞納額が高額であったり、長期に分納、納付が

ない者ということで、あと広域的な財産調査が必要な者とか、催告

に応じない者というのがありまして、それが条件で移管するわけで

すが、移管に不適当な事案というのがありまして、分納約束を履行

している者というのあります。先ほど私も、中に分けて納めていた

だくということで、確約書をもらっているという方もいますという

ことだったんですけど、それを破ってしまうと、信義則に反すると

いうような言い方になってしまうので、機構の方では分納約束をし

た方にはついては移管ができませんよということで、ちょっと制約

ができております。

あと、滞納整理機構ですけど、言葉としてはちょっと分かりづら

いのかなと思いますけど、正式には静岡県地方税滞納整理機構とい

うことで、県と県内全市町が参加して、滞納について県下一丸とな

って取り組むということで、そういう組織となっております。
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先ほど小澤議員がおっしゃった滞納整理システムということです

けど、そちらの方は町のシステムで、納税があったときにそういう

消し込みをして、滞納があるかどうかというのをシステムで判断す

るというものですので、整理機構というのは県下の組織で、システ

ムというのは町のシステムで、それは単独のものとなっています。

以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）基金についての再度のご質問についてお答

課 長 えをいたします。町におきましては、どういう有価証券かというこ

とですが、現在は国債ということで限定をして考えております。例

えば、社債等のリスクを伴うようなものにつきましては、基本的に

は有価証券、町としては対象にはしていないという状況であります。

具体的には国債を買うということなんですが、多くが新発債では

なく既発債、これは乗り換えて利益を生むというようなかたちで、

少しでも有利なようなかたちで、現在運用をしているという状況で

ございます。

ただ、議員ご指摘のとおり、定期預金と比べれば国債の短期につ

いても有利なものがあるものですから、市場動向というのも関係し

てきますけれども、タイミングを見ながら、移行できるもので会計

の運営の方が差し支えなければ、そういったところも少し検討して

いきたいというふうに考えています。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）２、３お伺いをします。一般会計歳入歳出

決算事項別明細書、９・10ページ、１款４項１目、たばこ税であり

ますが、この近年４・５年を見ますと、予算に対して100,000千円

ということでいつも計上されております。

私の知りうる限り、おおよそそれを上回る税収があったと思いま

す。例えば27年では110,000千円、28年度では105,000千円というこ

とでありますけれども、今回は97,000千円強ということで、減額が
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2,365千円ほどです。ただ28年度の決算額と比べると、１年で約7,0

00千円強下がっているということで、近年では大変下がった金額が

大きいわけでありますけれども、一方ではたばこの健康のことを考

えると喜ばしい、ただ財政上を考えると残念だなという面もありま

すが、この１年間で7,000千円下がった、数からいうと件数からい

うと大変大きなものだと思うのですが、何かはっきりした理由とい

うのが分かっているなら、お教えいただきたいというのが１点。

次にお聞きするのも大分少なくなってまいりましたけども、歳出

の97・98ページ、６款３項４目、14節、町民の森維持管理事業、こ

の2,483千円ですけれども、何に主に使われたのかということをお

教えいただきたい、これが１点です。

117・118ページ、学校教育課に関する一番下の方に、情報アドバ

イザー委託料967千円というのがございますけれども、私勉強不足

でどういったことがちょっと知りませんので、どういう方にどのよ

うに情報をいただいているのか。また、29年度でこういった情報が

大変有効だったという事例があれば、お教えいただきたいと思いま

す。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。ただいまの 筋議員のご質

問にお答えします。たばこ税の減収の原因は何かということですが、

日本たばこ協会というのがありまして、そちらの方で平成29年の紙

巻たばこの国内販売数が、28年度比で86.6パーセントと、それだけ

下がってしまったということになりました。これは喫煙者が加熱式

たばこ、先ほど条例の中でも説明をさせていただきましたけど、紙

巻たばこから加熱式たばこ、先ほども言ったとおり税率がかなり低

いものに移っているんではないかと。

他の情報なんですけど、ネットで言われているわけですけど、国

内たばこ市場に占める割合が29年度末に２割弱に達したと。それだ

け紙巻きから、そういう加熱式、電子たばこと言うんですか、煙の

少ないとかにおいの少ないとかというので、そういうのに移ってい
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るかと思います。

たばこ協会の方では、そういうのはやはり今度東京オリンピック

が近いと、日本人のたばこのマナーが余り良くないということで、

強化をしていくということもあって、全体的に下がってきてしまっ

たのではないかと。

今後、先ほどの条例の中で、税率が上がりますよということで、

加熱式たばこは５回にわたって、紙巻きについては３回上がります

けど、税収はそういうことで上がると思いますけど、価格の方に反

映されてしまうと、そういうことで消費が落ち込むんでないかと、

私としては、現状維持か少し下がってしまうのではないかなという

ことで思っています。

そういうことで、前年と比べまして7,000千円の減の原因ではな

いかと思っております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。 筋議員のご質問にお答え

します。決算書、98ページの上段の町民の森維持管理事業2,483,97

3円の中身ということでございます。その下にそれこそ消耗品費、

光熱水費等がございます。

それを合わせての合計になるわけでございますけども、消耗品費

につきましては、ベンチの塗装用のペンキの購入費等々でございま

す。光熱水費につきましては、トイレの電気料とか水道料等が含ま

れております。修繕費499,966円につきましては、遊歩道防護柵の

補修でございますとか、ベンチの補修等々にかかる経費でございま

す。手数料等については、そこにある通り、中間受水槽水質検査手

数料、浄化槽法定検査手数料、これはトイレにかかるものでござい

ます。あとは、場内の除草の手数料でございます。

次に、委託料でございます。委託料の中身として、町民の森維持

管理業務委託料ということで1,133,000円の中身でございますけれ

ども、町民の森の施設の清掃管理、草刈り、補修、剪定、清掃等に
せんてい

かかる委託が一つと、町民の森の中のトイレの清掃管理業務委託、
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それらの事業をやって、合わせて1,133,000円ということでござい

ます。

植樹管理等の委託料でございますけども、これについては平成27

年、60周年の記念の際に町民の方に植えていただいた記念樹等々が

ございますけども、その樹木の管理の業務委託料ということで、適

切にせっかく植えていただいた木を管理していただくといった作業

にかかる委託料でございます。

それらを合わせての金額となっております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）学校教育課長。

学校教育 （ 西谷ひろみ 君 ）学校教育課長です。ただいまご質問があり

課 長 ました情報教育アドバイザーについてご説明申し上げます。この情

報アドバイザー委託料でありますが、学校の方にパソコンを導入し

ております。その活用法について教諭への指導と、授業支援のため

にこのアドバイザーということでお願いをしているところです。

昨年度は、28年度末３月に新たにパソコンを導入しました旭が丘

中学校と森小学校、それから昨年度中、夏休み中にパソコンを入れ

替えました泉陽中学校区、こちらの学校を中心に新たなパソコンを

使っての授業作り支援ということで入っていただいておるもので

す。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）今の98ページの件でございますけれども、

町民の森維持管理ですけれども、あえて私がお聞きしたのは、細か

いこともそうですが、私も調べたわけではありませんが、あの施設

を森の町の皆さんが余り使ってないと言うか、使用してないように

自分ではちょっと思っています。

毎年こういった経費がかかるわけですが、町で何かここを使って

イベントをやっているよとか、こういうことに町民が多く使ってい

るよとか、というような啓発なり事業があるのかなって思ったもの

ですから、ちょっと質問をしたわけですが、そういった利用度につ

いてはどのように考えているか、教えていただければ有り難いです。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）産業課長。

産業課長 （ 長 野 了 君 ）産業課長です。再度のご質問でございます。

町民の森の利用度というか、もう少し町民の方に利用していただい

たら等々のご指摘だと思います。それこそ町民の森ということで、

ウォークイベント等については、やはり町民の森の中を通って小國

神社に行くとか大洞院に行くとかといったウォークイベントという

のは実際にございます。

そういった際にそれこそ危険でないような整備をするということ

で、毎年度基金等を使いながら町民の森、指定してから時間もたっ

ており施設も老朽化しておりますので、やはり入っていただくには

安全管理という面で整備を進めているところでございます。

あとは、ご指摘のように、せっかく町民の森でございますので、

町としてもそのＰＲ等々もう少しやっていくところがあるじゃない

かということに関しては、私も少し感じておりますので、せっかく

町民の森があると、そして森町ということでございますので、利用

の啓発とか、こういう眺めが良いところがありますよとか、ちょっ

と悪くなっているところもありますので、そこら辺をちょっと工夫

しながら、意識しながら事業を進めていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

しばらく休憩をいたします。

（ 午後２時３４分 ～ 午後２時４５分 休憩 ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第13、認定第２号「平成29年度森町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。
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８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）７・８ページ、先ほど一般会計におきまし

てもお伺いしたわけですが、国民健康保険につきましても、それぞ

れ不納欠損額、収入未済額が計上されております。

そこで、国保も滞納整理機構にお願いした処理件数があるのかど

うか。あればその件数と収入金額について教えていただきたいとい

うふうに思います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）税務課長。

税務課長 （ 小 島 行 雄 君 ）税務課長です。ただいまの中根議員の質問

にお答えします。７・８ページ、不納欠損の内訳としまして、医療

給付費分、滞納繰越分から申し上げます。人数と件数ということで、

説明させていただきます。

医療給付費分で31人、件数として202件です。後期高齢者支援金

分で30人、127件です。次に、介護給付金分で19人、136件です。

収入未済の方ですが、一般と退職がありまして、上から順に申し

上げさせていただきます。一般医療費給付費分143人、667件。後期

高齢者175人、667件。介護給付金分111人、441件。一般医療の滞納

繰越分189人、2,622件。一般で後期高齢者、滞納繰越分で144人、2,

395件。介護給付金分で滞納繰越分で107人、1,677件です。

次に、滞納整理機構への移管分はあるかというご質問です。平成

29年度に国保の関係で滞納整理機構に移管した件数は先ほどの町税

と一緒で５件となっております。同じ方です。滞納額は本税で4,67

5,800円でした。滞納整理機構が折衝した結果ですが2,454,291円の

徴収となっていました。徴収率は52.9パーセントです。

ちなみにですが、一般と国保を合わせますと滞納額が本税で7,41

8,050円でした。徴収した金額、徴収額は4,626,841円です。徴収率

としては62.4パーセントとなっております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）基金の関係なんですが、30ページ、県単位

化ということで、今のところで激変緩和措置とかそういった猶予期
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間があるわけですけども、この支払準備基金として140,000千円に

なっていくと思うんですが、今後この県単位化になっていったとき

に、この基金というものの扱いはどうなっていくのか。

また、もう１点、特別基金というのも30年度からできるというよ

うなことも、基金としては２つあるということも聞いたんですけど、

それは森町にはないかもしれませんが、とにかくこの支払準備基金

はどのような扱いになっているか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）住民生活課長。

住民生活 （ 幸 田 秀 一 君 ）住民生活課長です。基金の取扱いにつきま

課 長 しては、これまでは県単位化になるまでは、療養の給付に必要な金

額に充てるということになっておりました。30年度から県単位化に

なったことによりまして、療養給付費に必要なものは県から交付さ

れるということになります。

その代わり保険税として納付金で納めるというシステムになって

おります。毎年毎年、これからは前々年度とか過去の実績をもとに、

医療費水準と所得水準をもとに、納付金が県から示されてきます。

それに基づいて翌年度の予算を立てるということになりますの

で、アップダウンというか、医療費がたくさんかかったときにはそ

れなりにかかってしまう。県単位の中でなんですが、かかっていく

ということで、その激変緩和措置として、基金を使っていくのが第

一です。

それともう一つ、広域化の中で、保険税の方式なんですが、今は

所得割と資産割と平等割と均等割の４方式をずっとこれまで使って

きましたが、広域化の中では資産割をなくすという方針が示されて

おります。

それがいつまでにというのは、まだ正式な時点ではないですが、

県下他の市町におきましても、資産割を課税していた市町につきま

しては削減の方向で今検討をしているところで、森町につきまして

も今検討中で、どのようなかたちでやっていくかという賦課方式で

すね、そうすると当然資産割がなくなるということは、その場合に
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所得割に転嫁するのか、最終的にはそうなっていくようになるんで

すが、その前の激変緩和措置として、基金をどのように使っていく

のかというところが今後の問題点かなと思っております。

そのために基金というのは有効に使っていかなければいけないの

かなと考えております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）保険料の軽減というものを考えると、その

基金が、今後町独自では、県の単位化になったときは、基金そのも

のが必要なくなるって言っちゃうとまずいのか、基金を保険料の軽

減に使うということはできるのか。

つまり、例えば１世帯当たり１万円下げていくという、森町が持

っている基金なのでね。森町の住民が積んだ基金ということで、そ

の辺がよほどの激変でがんこに医療費が出ちゃったっていえば、そ

っちに補填しにゃいかんかもしれんけど、その激変の状況がなだら

かにいくようであれば、基金を保険料の減額に使っていくという、

引下げに使っていくということができるのか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）住民生活課長。

住民生活 （ 幸 田 秀 一 君 ）ただいまのご質問でございますが、基金に

課 長 つきましては、これまでも予算上は、当初予算を組む段階で一般会

計のその他繰入金もいただく中で、基金も使って予算を組んでおり

ます。ですので、今まで基金を使っていないということはないんで

すけども、たまたまその年、当該年度が歳入というか、療養給付費

がそれほどかからなくて、基金を取り崩さなくて済んだっていう場

合はもちろんございます。

ですけども、予算上は予算を組み立てる上では、一般会計からの

繰入金もいただいている中で、基金も当然使ってやっておりますの

で、これから広域化になりまして、一般会計からのその他繰入金と

いうのも広域化のメリットの中では、県全体でやっていきますので

削減の方向が示されておりますので、今後は一般会計のその他繰入

金というのは、将来的にはなくしていくということになっていくか
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と思いますので、激変緩和するにはもう残りは基金を使っていくと

いうぐらいが方策なのかなと、今のところは考えています。以上で

す。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第14、認定第３号「平成29年度森町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第15、認定第４号「平成29年度森町介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）５番、伊藤です。２点ほどお伺いさせてい

ただきます。歳出、18ページ、３款２項１目、0001一般介護予防事

業費の中で、当初予算で550千円と計上されておりました介護支援

ボランティアポイント交換交付金が２倍以上に今回なっておりま

す。積極的にボランティア活動に取り組む方々が増えていてくださ

るというのは、大変有り難いことだと思いますけれども、この主な

要因を教えていただきたいと思います。

もう１点、歳出、22ページ、４款１項１目、上段の委託料につい

てお伺いいたします。当初予算では、介護予防サービス計画とケア

マネジメント事業を合わせて6,539,000円計上されておりました。

決算額は7,487,683円となっております。これは平成29年度４月か

らスタートしました新しい総合事業が関係しているのかどうか、ち

ょっとその点をお伺いします。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。ただいまの伊藤議員の

課 長 ご質問にお答えをいたします。18ページの介護支援ボランティアポ

イントの交付金の関係でございますけども、決算額が111,800円と

いうことでございます。この内訳でございますけども、支給対象人

数が38人ということで、それぞれボランティアの活動の内容によっ

てポイントは違いますけども38人に対して111,800円を支給してお

ります。

22ページの上段の介護予防サービス計画業務委託料、それから介

護予防ケアマネジメント業務委託料の関係ですけども、これにつき

ましては、平成27年の制度改正によりまして、総合事業が始まりま

して、その関係で要支援１・２、それから事業対象者の方が介護サ

ービスを受けるといった場合についてのケアプラン作成等の委託料

となっております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）18ページ、上段の３款１項２目、マネジメ

ント事業費、これは介護予防ケアマネジメント事業費となっており

ます。22ページにも介護予防支援事業費で、介護予防ケアマネジメ

ント事業委託料、似たようなものがありますけども、この違いとい

うのをちょっと説明してください。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）保健福祉課長。

保健福祉 （ 村 松 成 弘 君 ）保健福祉課長です。ただいまの西田議員の

課 長 ご質問にお答えをいたします。決算書の18ページの上段の介護予防

ケアマネジメント業務委託料と、22ページの介護予防ケアマネジメ

ント事業委託料の相違でございますけども、この18ページにつきま

しては、要支援１・２それから事業対象者の介護予防ケアプラン作

成につきまして、直営の包括とあと事業所に委託した委託料、それ

を足して国保連合会の方に請求をして、そのかかった費用が18ペー

ジの介護予防ケアマネジメント業務委託料になります。
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それから22ページの介護予防ケアマネジメント事業委託料につき

ましては、直営の包括分を除いた完全な事業所に対する委託料とい

うことですので、そういった違いがございます。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第16、認定第５号「平成29年度森町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）８番、中根幸男でございます。１点だけ質

問させていただきます。説明の中で30年３月末現在で、利用者数が

2,644名、接続率が57.7パーセントということでございますが、こ

の接続率の向上にどのような努力をされてきたのか、その辺を伺い

ます。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）上下水道課長。

上下水道 （ 高 木 純 一 君 ）上下水道課長です。ただいまのご質問にお

課 長 答えいたします。ご存じのように接続率の暫定の方向ですけども、

今現在区域の拡大を行って接続していただいて、それからまた区域

の拡大と順次行っているわけですけども、この接続率という数字が

区域の拡大をして、接続していただいて、次の区域が拡大した時点

の数字ということで、接続していただける方がまだ入っていない数

字ということで、なかなか伸びない数字ということで、一見見てい

ただくと57.7ということで、なかなか伸びてこないかなという感想

をお持ちだろうと思います。

そういったことで、布設の完了後も職員等が出向くなりして接続

のお願いにあがっております。当然、最初の初期に施工が行われま

した草ケ谷地区に限りますと、接続率約９割ということになってお

ります。西幸町も79.6パーセント、約８割ですね。大門が、森地区
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に入って59.5パーセント、まあ６割。ただし下宿あたり、最近やっ

たところになりますと42.4と。

やはり後発でやっていただいたところは、なかなか時期的な問題

もあって、つなげていただけていないと思いますので、今後も職員

が地元等を回りまして、また接続のお願いにあがっていきたいと、

これに関しましては、本当に地道にやっていくしかないのかなと思

っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）公共下水道工事に関しては、トータル、町

債、負債で35億円くらいあるということでございますが、赤ちゃん

からお年寄りまで一人当たりで計算すると189,000円くらいという

ことでございます。

今後この事業が城下までいく、そしてそれからまた計画を立てれ

ば向天方ということですが、上下水道課としてそういった事業を進

めていく中で、町債、負債がまだ増えていくと思うんですが、大体

計画的に概算してみるとどのくらいになるか、出されていますか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）上下水道課長。

上下水道 （ 高 木 純 一 君 ）上下水道課長です。恐れ入ります。ちょっ

課 長 と借金をどの充てるかというのは、今手持ちに資料がございません。

国費の方の充当率がどのくらいかということで当然変わってくる

かと思いますけども、考え方としましては、国費が該当事業に関し

ては50パーセント、その補助裏の90パーセントを起債で充てていく

よということになろうかと思いますけども、町の繰り入れ、利息等

を鑑みながら、起債については大きな負担とならないように、努め

ていきたいと思っています。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第17、認定第６号「平成29年度森町大久保簡易水道事業特別
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会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第18、認定第７号「平成29年度森町三倉簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）三倉だけでなくて、この山間部の方の簡易

水道はたとえ１人が住んでいても水道事業はやっていかなければい

けないということですけども、今後世帯も減ったり人口も減ってき

たときに、町が本当にそこは責任を持ってやっていくという方向で

なければいけないわけです。

実際、大河内地区はかなり人口も減ってきて、一応簡易水道とし

てはもう本来は成り立たない世帯数、人数になるきているんではな

いかと思います。しかし、町がそこはしっかりした特別会計として

やっていくということになると思いますが、その辺を担当課として

は、特に大河内の関係はどういうふうに見ておられますか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）今三倉をやっているんで、

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）全体、山間部のことで三倉も含めて奥の方

の簡易水道に関してを。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）上下水道課長。

上下水道 （ 高 木 純 一 君 ）上下水道課長です。ただいまのご質問にお

課 長 答えします。３簡水まとめてというご主旨かと思いますが、大久保、

三倉に関しましては、確かに人口減少はしておりますけども、今の

ところ経営的には何とか成り立っているのかなと。

ただ、今後も減っていく中で、近年は１年に１回程度、それこそ

漏水があったときとかも含めてですけれども、地元にお邪魔しまし
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て、役員の方、それからご利用になっている需要家の方に現状を説

明する中で、今後どんどん人数が減っていけば、料金が上がってい

くことも考えられるし、場合によって施設整備となれば、借金をし

てでもやっていかなければならない、それがもし不可能であれば、

これは本当に場合によってはということですけども、例えば上水道

と経営を統合するとか、そういう選択肢を皆さんと一緒に考えてい

かなくてはならないということで、地元の皆さんに折を見て、公営

の簡易水道ということでございますけども、地元の皆さんのご協力

あっての簡易水道でございます。基本的には、収支も料金でやって

いるということで、まずは地元の皆さんがどうしたいか、そういっ

たことをきちんと聞きながら、今後進めていきたいと考えておりま

す。

大河内は、もしあれでしたらまた後ほど。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第19、認定第８号「平成29年度森町大河内簡易水道事業特別

会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第20、認定第９号「平成29年度森町水道事業会計決算認定に

ついて」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）石綿管布設替工事というのは、どのくらい

まだ残っているのか、またどのくらいの計画で全配管を変えていく

のか、そういった計画は立てられているのでしょうか。
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）上下水道課長。

上下水道 （ 高 木 純 一 君 ）上下水道課長です。ただいまのご質問にお

課 長 答えします。石綿管の方の延長に関しましては、現在整備率85.4パ

ーセントということで、今年度も草ケ谷地区の石綿管等を布設して、

４・５年程度には100パーセント布設替を予定しているというか、

計画しております。

それこそ今現在も下水道の方で町内の石綿管も併せて布設替など

をしておりますので、そういったものと併せて可能な限り早いうち

に石綿管につきましては整備を終えたいと考えております。以上で

す。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）当然、耐震の管ということでよろしいです

か。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）上下水道課長。

上下水道 （ 高 木 純 一 君 ）上下水道課長です。全てを耐震管というこ

課 長 とにするには費用もかかりますので、重要基幹管路については耐震

管、他については耐震性能を有する管という、いろいろランク付け

がございますので、費用等を鑑みながら、防災上安全な管路を布設

していきたいと思っております。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

日程第21、認定第10号「平成29年度森町病院事業会計決算認定に

ついて」を議題とします。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

５番、伊藤和子君。

５番議員 （ 伊 藤 和 子 君 ）５番、伊藤です。１点だけお伺いさせてい

ただきます。19ページ、収益費用の明細書、こちらの１の医業収益

の中で、３のその他医業収益の中で、１の室料差額収益についてお
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伺いいたします。こちらは個室料の収益ということで、前回よりも

金額が上がっておりますけれども、大変個室料の収益というのは、

私は大きいものであると思っております。

こちら当初の予定額よりも2,025千円の増となっておりますけれ

ども、単にこれは患者様のご希望でこの個室を選んだということで、

収益が増えたということでよろしいでしょうか。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）病院事務局長。

病 院 （ 高 田 志 郎 君 ）病院事務局長です。ただいまのご質問にお

事務局長 答えします。個室料につきましては、あくまでも患者の希望により

まして、入っていただいた場合に限って個室料をいただくという方

針でございますので、ただいま議員のおっしゃったとおり、たまた

まそれを希望した患者さんの数が多かったということで増額になっ

たということでございます。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）医師の給与が減っていると言うか、必要な

くなった、少し減額になっているということですけども、医師の確

保っていうのは本当に頭の痛いところなんですけども、病院側、何

が大事かって、お医者さんがいなければどうしようもないわけです

けども、その辺今後の、せっかくの機会ですので見通しとしては、

医師の確保というのはどうでしょうか、担当として。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）病院事務局長。

病 院 （ 高 田 志 郎 君 ）病院事務局長です。ただいまの西田議員の

事務局長 ご質問にお答えいたします。医師につきましては、現実問題として

内科医師又は整形外科医師がもっと来てほしいということで望んで

いるところでありまして、浜松医大等に出向いてそういったお願い

をしているところでございます。しかしながら、なかなか現状では

来ていただいていないというような状況であります。

ただし、家庭医療クリニックの方におきましては、昨年10月より

棚橋医師が西幸町の方に移住していただきまして、常勤医として活
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躍していただいておりますし、また今年度につきましても、家庭医

の先生、新しく所長が替わりまして常勤医の先生が増えたというよ

うな経緯もございます。

そういった家庭医も通じまして一体となって今後病院事業として

運営していきたいと考えておりますので、少ない医師の数ではあり

ますけども、病院事業全体として、そこら辺を上手にやりくりして、

特に日当直に関しましては、非常に少ない医師で、個々の医師に負

担がかかっているわけですけども、そこら辺をバランス良く、それ

ぞれの医師にお願いして、また、浜松医大からの応援もいただきな

がらやっていきたいというふうに考えております。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

２番、加藤久幸君。

２番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）23ページの支出のところに、防犯カメラ・

インターホンシステム設備費のところで2,113,700円とありますが、

この防犯カメラについて、効果についてどのような効果が上がった

か伺います。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）病院事務局長。

病 院 （ 高 田 志 郎 君 ）ただいまのご質問にお答えいたします。こ

事務局長 の防犯カメラ設置、現在院内に10箇所ほど設置してございます。そ

の監視を１階に監視室という、東海ビル管理に委託している場所が

あるわけですけども、そこで常時カメラで監視しております。

大きな効果としましては、入院患者さんが、認知等のある方です

ね、勝手に院外に出てしまうとか、そういった事例も今までござい

まして、そういった方を確認するとか、そういったことによる今現

在効果が出ております。

最終的には犯罪防止とか、そういったことも想定しているわけで

すけども、今のところ、昨年設置して以来そういった事案というの

は、いまだ現在出ておりません。以上です。

議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）
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議 長 （ 山 本 俊 康 君 ）「質疑なし」と認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

次回の議事日程の予定を報告します。

９月26日午前９時30分、本会議を開き、委員長報告及び討論・採

決、並びに一般質問を行います。

本日は、これで散会します。

（ 午後３時２５分 散会 ）


